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（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（鈴木課長） 

 皆さん、こんにちは。本日は、年末のお

忙しい中お集まりいただきまして、ありが

とうございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから令

和７年度第４回足立区男女共同参画推進委

員会を開催いたします。 

 当委員会は、足立区男女共同参画推進委

員会規則の第４条に基づき、総委員の半数

以上の委員の出席がなければ会議を開くこ

とができないとなっております。本日、全

員のご出席いただいておりますので、委員

会が成立しておりますことをまずご報告さ

せていただきます。 

 続いて、会議の公開についてです。同規

則の第５条により、当委員会は公開するこ

ととなっております。あわせて、会議録の

作成が必要となっております。委員の皆様

のご発言につきましては、後ほどご発言内

容を確認いただいた上で、ホームページな

どで公開する形となります。議事録作成の

ためマイクを通して録音しておりますので、

恐れ入りますが、発言の前にお名前をおっ

しゃっていただくようにお願いいたします。 

 また、本日は傍聴人の方もお見えになっ

ておりますので、ご承知おきください。 

 早速ですが、次第に沿って進めてまいり

たいと思います。 

 まずは、開会のご挨拶を石阪委員長より

お願いいたします。 

（石阪委員長） 

 皆さん、こんにちは。石阪です。よろし

くお願いします。 

 年末のお忙しい中ですけれども、今日も

皆さん全員出席ということになっています。

私もいろんな自治体で男女共同参画の会議

に出ていますが、ここはすごい出席率がい

い。お忙しくても皆さん仕事をのけてこち

らのほうへいらっしゃるということもあっ

て。それは何でかというと、一つは皆さん

が忌憚なくいろいろご発言いただけると。

結構難しいテーマでもご自身の本音であっ

たり思い、こういったものが出るような、

そういった委員会でもありますので、本日

もタイトなスケジュールにはなっています

けれども、皆さんまたいろいろとご意見を

いただいて、ご協力をお願いします。 

 私からは以上です。 

（鈴木課長） 

 ありがとうございます。 

 続きまして、お手元の資料の確認をさせ

ていただきます。 

 まず、１枚目が次第となっております。

２枚目以降が資料となっております。 

 順番に、資料１が前回第３回の委員会の

要点になります。１枚ものです。資料２、

こちら令和３年度、前回の区民意識調査の

調査票になっております。令和３年度の調

査票です。続きまして、資料３、こちら東

京都の調査結果になります。男性の家事・

育児実態調査2025の結果になります。資料

４、こちらは独立行政法人労働政策研究・

研修機構のホームページをプリントアウト

したものになります。そして最後、資料５、

こちらが第８次足立区男女共同参画行動計

画、令和６年度各施策の主な成果指標とな

っております。 

 続きまして、参考資料でございます。当

課で実施しております講座のチラシ４枚を

お配りしております。 

 不足等ございませんでしょうか。大丈夫

ですかね。 

 

２ 前回（１０／２７開催）のふりかえり 
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（鈴木課長） 

 引き続き次第に沿って進めていきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次第の２、10月27日開催第３回推進委員

会のふりかえりでございます。資料１に沿

って簡単に説明させていただきます。 

 資料１をご覧いただければ分かるとおり

なんですが、前回は、まず項番１です。

「広報・啓発」に関するヒアリングをシテ

ィプロモーション課に対して行うことにな

りました。次回、第５回、１月28日開催の

推進委員会に担当者にいらしていただきま

して、実施いたします。そのヒアリングで

すが、委員長による代表質問を10項目行っ

て、その後、時間があれば各委員からの自

由質問をするということを確認いたしまし

た。 

 続いて、項番の２、性別役割分担の意識

に関するアンケートについて、独自のアン

ケートを実施するということで検討してい

たのですが、学校から配信するＣ４ｔｈが

活用できないことが分かりまして、ある程

度回答数を得るためには、年内のアンケー

ト実施が困難になったことを事務局からご

報告いたしました。 

 また、令和８年に実施予定の男女共同参

画に関する区民意識調査、こちらの意識調

査の設問が一部重複することから、アンケ

ートは意識調査と兼ねて実施することとな

りました。その際、経年で比較する設問に

ついては残しつつ、回答しやすいよう設問

数や設問内容を工夫すべきとのご意見が出

されました。これらを踏まえまして、令和

７年度は、８年度に実施する区民意識調査

でこのような内容を聞いてほしい、こうい

う考え方を反映してほしいといった提言を

行うことに決定いたしました。 

 簡単ですが、前回のふりかえりは以上と

なります。 

 

３ シティプロモーション課ヒアリング代

表質問について 

（鈴木課長） 

 続きまして、項番の３、シティプロモー

ション課へのヒアリング代表質問について

です。 

 本日は代表質問をご決定いただきまして、

本推進委員会終了後、事務局よりシティプ

ロモーション課へ事前に質問一覧を送付い

たします。 

 なお、公的表現ガイド、今お手元にお配

りしておりますけれども、公的表現ガイド

につきましては、多様性社会推進課にて発

行した職員向けのガイドブックですので、

質問の内容によっては、シティプロモーシ

ョン課ではなく多様性社会推進課よりヒア

リング当日にお答えさせていただきます。 

 また、昨年度のヒアリングはＮＰＯ団体

が２団体、区役所の所管が１部署の合計３

団体に１時間のヒアリングを実施いたしま

した。今年度はシティプロモーション課の

みのヒアリングとなりますので、次回、第

５回の推進委員会では前半の40分間でヒア

リングを実施いたしまして、残りの１時間

ほどで提言案についてご審議いただく予定

です。 

 それでは、ここからの進行は委員長にお

願いしたいと思います。 

（石阪委員長） 

 ここから進行を引き継ぎますけれども、

先ほど説明ありましたとおり、まず本日の

議題１つ目がシティプロモーション課への

ヒアリングということになります。これは

皆さんから、今年の提言は大きく２つのテ

ーマでいこうということをかねてから合意

をしていました。１つが、やはり広報のや
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り方、これはもう少し工夫が必要なんでは

ないかというご意見が出て、それではシテ

ィプロモーション課の方にお越しをいただ

いて、我々のほうから質問をさせていただ

こうと。例えば具体的にどういう広報を心

がけているかとか、あるいは、今日表現ガ

イド頂きましたけれども、これを作成した

のはこちらですよね。 

（鈴木課長） 

 はい、そうです。 

（石阪委員長） 

 だけれども、これをある意味で活用して

区民の皆さんに広く広報していくのはシテ

ィプロのほうですので、こういったガイド、

どう活用しているのかということも含めて、

シティプロモーションに伺ってみたいとい

うことです。 

 今日は代表質問を皆さんから10個ぐらい

集めて、それを実際に私のほうから伺うと。

さらに時間があれば皆さんからも個別に質

問をいただくということになりますので、

まず最初のテーマとしては、このシティプ

ロモーション課へのヒアリング項目を皆さ

んにちょっと出してもらいたい。こんなこ

とを聞いてみたいということです。これが

まず１つ目。 

 それから、２つ目が、性別役割分担意識

に関するアンケートですが、これは前回の

お話にもありましたけれども、今年度アン

ケートをするのは時間的にも労力的にも無

理だということですので、来年度実施する

このアンケート、これをこちらのアンケー

トを充実させるということがこの委員会と

して決まったことになります。これは前回

の令和３年度、３年に実施をした意識調査

の報告書はお手元にあるということです。

それから、これは令和３年ですからかなり

たっていますよね、もう今。令和８年に、

今度は５年後ですが、新しいものを実施す

るんですが、前回の質問項目というのも資

料の中に本日入っています。こんなことを

前回聞きましたということですね。 

 提言には、今回アンケートはできないの

で、じゃ来年度やるアンケートに対してど

んな質問をしたらいいかとか、どんなこと

を聞くべきかということを提言に盛り込み

たいと思いますので、家庭とか家事に関す

ること、子育てに関することで、こういう

質問は入れたほうがいいとか、あるいは質

問まで行かなくても、こういう趣旨のこと

をもっときちっと聞いたほうがいいんじゃ

ないか、あるいはもっと分析も、単純に単

純集計ではなくて、こういった分析方法を

してはどうだろうかということも含めて、

提言にまとめていきたいと思います。 

 今日大きくこの２つのテーマ、これを皆

さんからご意見をいただきたいと思ってい

ます。 

 それでは、１つ目になりますけれども、

事項書でいうと３番目です。シティプロモ

ーション課ヒアリングの代表質問について

ということになります。 

 こちらですけれども、まずこの表現ガイ

ドを見ていただくと、初めて見る方もひょ

っとしたらいらっしゃるかもしれませんが、

これすごくよくできたもので、分かりやす

いんですよね。開いていただくと、男女共

同参画、こういった考え方を進めていくに

当たって、やはり我々が無意識的に思って

しまっていることや、あるいは広告にある

ような擦り込みによって我々が偏見を持っ

てしまうということは多々あると。まずは

こういった表現ガイドを通じて、こういっ

た表現はやめましょうとか変えましょうと

いうことを示したものになります。 

 例えば４ページ、５ページなんかを開い
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てもらうと、我々何げなく使っていますけ

れども、例えば絵とか字を見たときに、例

えばＢｅｆｏｒｅ・Ａｆｔｅｒと書いてあ

りますが、Ｂｅｆｏｒｅ、何が駄目で、Ａ

ｆｔｅｒ、何がいいかって意外に分かんな

いです、ぱっと見て。分かりますかね、こ

れ見て。例えば性別や年代が偏っていると

か、例えば４ページのところは男性ばっか

りですよね。Ａｆｔｅｒのほうを見ると、

いろんな方々がこのセミナーに参加してい

るのが分かるとか、それから、私たちと一

緒に働きませんかと、５ページの表なんか

を見ると、男性２人が肩組んでいると。そ

うではなくて、こういったいろんな方々に

配慮をしたような、そういうポスターにす

ると。 

 既に足立区はこういった取組をもうして

いて、ポスターとかチラシでクレームが来

ることは多分ほとんどないとは思うんです

けれども、こういったことが徹底されてい

るのかどうかも含めて、シティプロモーシ

ョンにちょっと伺ってみたいと思います。 

 特に、ちょっと前まで実際あったんです

けれども、例えば保育士のリーフレット、

保育士制度のリーフレット、６ページです。

これなんかも保育士さん、女性が当たり前

という時代にはそういったものがもうほと

んどだったんですが、今は変わってきた。

令和２年には今度、男性保育士さんがいた

りとか、裏表紙にもちょっと工夫をしてい

るということです。 

 こういったちょっと参考例とか事例を見

ていただくと、こんなことは知らなかった

ということ、皆さんあるんじゃないかなと。

特にこれ私、出てきたときにやっぱりびっ

くりしたのが８ページのところです。例え

ば「ＯＬ」という表現だったりとか「父

兄」、ご父兄とか我々よく使ってしまいが

ちですけれども、例えばＯＬというのはこ

れは「会社員」にしたほうがいいとか、父

兄は例えば「保護者」とか、それは当たり

前だよと思う人もいるかもしれないけれど

も、以外に気づかないことというのは結構

あります。 

 これ当初出たときには、やっぱり表現狩

りなんじゃないかという批判もありました。

というのは、自由な表現、これを阻害する

ものであると。ただ一方で、やっぱり人権

であるとかこういった平等意識、これは非

常に大事ですので、そのあたり、なかなか

民間に対する啓発というのはこれはやって

いなかったんですよね。つまり、これはあ

くまで区内の庁内で徹底しようということ

で、区民の皆さんにまでこれ徹底してくだ

さいということはなかなか難しいと。ただ

反面、今世の中もどんどん変わってきてい

て、人権への配慮であったりとか男女平等

への理解、こういうものが進んでいく中で、

やはりこういった表現はやめようというと

ころを自主的にされている企業さんも結構

あります。ですので、表現の自由とこうい

った人権というのはなかなか難しいんです

が、足立区もいろいろこういう形を通じて

啓発をしてきたという、こういった自負が

あるわけですよね。 

 そういった中で、シティプロモーション

にじゃどんなことを聞いてみたいか、もっ

とこういうところに配慮してほしいとか、

逆にこういうことをやっているのかいない

のかというようなことも含めて、せっかく

お越しいただくので、担当課の方に聞いて

みたいと思うんですが、まず皆さんから素

朴に、ご質問でも構いません、このガイド

に対して、あるいは何か聞いてみたいこと

あれば、挙手でお願いしたいんですが、い

かがでしょうか。 
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 お願いします。 

（松村委員） 

 「はじめに」という項目で、足立区では

昭和58年に婦人問題解決のために足立区行

動計画を策定とあるんですけれども、これ

は東京都全体といたしまして早い時分にこ

ういったものを立ち上げて、何かみんなで

考えようというふうになさったのかどうか、

そのタイミングをちょっとお伺いしたくて。 

（石阪委員長） 

 この「はじめに」の冒頭のところ。 

（松村委員） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 これはどうでしょうか。分かる。調べな

いと難しいかな。 

 ちょっとじゃ調べるということで。 

（松村委員） 

 すみません、それでちょっと一言だけよ

ろしいでしょうか。 

 私、区制50周年記念のときにちょうど大

学１年生で、このいわゆる58年というとき

にいたんですけれども、区制50周年記念の

記念のイベントに参加をさせていただいた

んです、女性といたしまして。25名ほど選

ばれたと思うんですけれども。名称がコン

パニオンという名前でした、当時。でも、

古性区長が非常に進んだ考えだったのか、

当時の地域振興課の課長さんが進んだ考え

方だったのか、ミス足立をやめましょう、

その代わりにコンパニオンを採用しましょ

うというふうにおっしゃって、男女差別と

いうことに非常に着目された年だったよう

に私は記憶しているんです。 

 ただ、ミス足立が駄目で、コンパニオン

という名前が果たしてよかったのかという

のは、非常に当時を風潮するようなものだ

ったので、ちょっと皆様にご紹介を、老人

なので皆様にご紹介させていただきたくて

お話しいたしました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 そういったことがありました。また、こ

れ、どちらが先かというのはちょっと後ほ

ど調べていただくんですが、多くの場合は

東京都が先のケースが多いです。普通は上

の自治体から流れてくるというパターンが

多いので。ただ、時期的にはそんなに変わ

らないと思います。足立区はかなり早いほ

うだったと思います。多分この婦人問題解

決とこう書いてある時点で、当時まだ女性

という表記ではなかったというところもあ

るので、かなり早くから動きはあったとい

うことだと思います。ちょっとまたこれ確

認して。 

 確かに皆さんも多分そういった事例はあ

ると思います、この呼び方、今しないよね

という。典型的なのは「看護婦」さんとか、

昔は当たり前のように使っていましたけれ

ども、今は全ての行政文書からその看護婦

という言葉はなくなっているはずです。

「保母」さんとか、保育士になりましたし。 

 どうぞ。 

（かねだ委員） 

 これ私も見させていただいて、よくでき

ているなというふうに考えました。これを

見て初めてああそうなんだと思うことが非

常に多いなというふうにちょっと感じたん

ですけれども、一方で、先ほど会長もおっ

しゃっていましたけれども、表現の自由と

いう部分があって、特に民間の方はそれな

りの自由の中で広告を出したり、いろいろ

な狙いがあって出すという部分もあると思

うんです。その中でどういうバランスでこ

のシティプロモーション課が考えながらこ

れを区民の方に広報しようとしているのか
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という部分は、質問事項としてちょっと聞

いていただきたいなというのはすごく感じ

ました。 

（石阪委員長） 

 具体的に言うと、例えば区の情報という

のは、恐らく区発信の情報はこれに準拠し

ていると思うんですけれども、例えば民間

の出す情報、これは恐らくこれを知らない

わけですから、足立区には多分これに該当

しないもの、いっぱいあるわけですよね。 

（かねだ委員） 

 シティプロモーション課が多分これをし

っかりと参考にしながら、やはりいろんな

広報媒体、シティプロモーション課で出し

ていますので、これ参考にしていると思う

んです。どういった形のバランスでシティ

プロモーション課が考えて取り入れて、出

しているのか。 

（石阪委員長） 

 バランスね。 

（かねだ委員） 

 バランスです。表現の自由と、やはりこ

ういったことをできるだけ推進していって

もらいたいというバランスって非常に、や

はり押しつけになってしまってはいけない

部分あると思うので、それのバランスって

公的機関としてどういうバランスで広報・

啓発していこうと考えているのかという部

分をお聞きしたいなという。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 じゃ、内藤さん。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 補足的に。今、石阪さんがこれご紹介し

てくださったんですけれども、こういう表

現ガイドは幾つかの自治体も出していて、

まずは国が、内閣府が、男女共同参画局が、

法令に基づくものではないですけれども、

こういうのを国も作りなさいと。国もこう

いった公的表現で表現しなさいということ

と、あと最近ではメディアに対して女性差

別撤廃条約で固定的な性別役割を解消せよ

と言っているので、それに基づいてメディ

アに対してもそういうのを使うようにと。

メディアというのは民間企業も含まれてい

るので、国としてもできる限りそういう形

で、行政は当然なんだけれども、民間や市

民においてもそういうのを留意して、参考

にしてくださいと。 

 例えば足立だけじゃなくて、大阪府とか

それから杉並区とか、そういった結構大き

いところも作ったりしているんですけれど

も、そういうところでもやはり足立区のよ

うに、足立区も参考にしてくださいと言っ

ていますよね。同じような書きぶりをして

やっていますので、そのあたりは国の方針

に沿って、あとは国際基準に沿ってやって

いるということだろうというふうに私は理

解しています。ちょっと補足です。 

（かねだ委員） 

 10項目、今回質問されるということの中

で、一つとして、どういう、やはりバラン

スって大事だと思いますので、もちろん多

様性ということで進めていくことは大事な

んですけれども、あとは、民間の自由な表

現という中でどういうふうに考えて進めて

いくのかというのは、ちょっとご質問して

いただきたいなと。これは要望です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほか何かご質問、要望でも構わないです

し。 

 お願いします。 

（片野委員） 

 私からはぜひ質問していただきたいのが、
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実際にこれで照らし合わせて修正した事例

が何件ぐらいあり、具体的にどのような点

が問題となったのかという質問を１問入れ

ていただければなと思います。 

（石阪委員長） 

 過去、これを機に修正したものがあるか

どうか。 

（片野委員） 

 そう。あるかどうか。例えば…… 

（石阪委員長） 

 どんなものか。 

（片野委員） 

 実際どういう項目でされているのかとい

う表現です。 

（石阪委員長） 

 これは追うことできるでしょうね。 

（片野委員） 

 もちろん区の共催なり講演なり主催のや

つでとなると思いますけれども、実際は。 

（石阪委員長） 

 恐らく区発信のチラシだとか動画だとか、

多分いろいろあると思うんですけれども。 

（片野委員） 

 そうです。シティプロモーション課を通

ったもので実際に修正されたものとか、そ

ういうのがあれば。 

（石阪委員長） 

 あとは、この担当課でチェックしたもの

があれば…… 

（片野委員） 

 そうです。はい。 

（石阪委員長） 

 ご紹介いただきたいです。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 今の片野さんの質問と多分一緒に混ぜ込

めると思うんですけれども、修正するとい

うと、シティプロモーション課に案が来て、

これはこういうふうに変えてみたいな提案

だけになっちゃうので、そうじゃなくて、

昨年度までこういうふうな広報していたけ

れども、もう担当課のほうで自らこれはこ

うだよねと意識されて、今年度以降はこう

いうふうにしようというふうにやったもの

…… 

（石阪委員長） 

 自主的に見直したものですね。 

（内藤委員） 

 そうですね。この保育士のリーフレット、

足立区さんのですよね。 

（石阪委員長） 

 そうそう。 

（内藤委員） 

 有名ですけれども、いつもこれだと言わ

れるので、これ以外にもいろんなところに

多分その偏りって、これは女性がマジョリ

ティーのところを男性を見せたんですけれ

ども、むしろ一番重要なのは女性医師とか、

男性がマジョリティーのところで女性も活

躍しているみたいなのを見せるところなの

で、そういう事例を保育士さんのこのパン

フレット以外にも教えていただくの、一緒

にやれるかなと思います。 

（石阪委員長） 

 同じですね、質問としては。 

（内藤委員） 

 その今までと変えた分の。 

（国府田副委員長） 

 片野さんと内藤さんと意見としては近い

ところ、関連するところだと思うんですけ

れども、実際この改訂履歴があるとおり、

具体的に何か意見聴取とかアンケートまで

行っていなくてもいいんですけれども、例

えば区民の方からこういう問合せが来たよ

とか、こういう意見があったよとか、そう

いうのを何か確認されていたり集計したり
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しているのであれば、そういうのを聞いて

みたいなとは思いました。 

（石阪委員長） 

 区民の皆さんからそういう何か声がある

のかどうか、実際。 

（国府田副委員長） 

 そうですね。そもそもあるのかどうかと

いうのと。 

（石阪委員長） 

 だから、それはどちらかというと批判的

な意見もあるし、ポジティブな意見も当然

あるということ…… 

（国府田副委員長） 

 どちらもあると思います。 

（石阪委員長） 

 あると思いますよね。こういう表現でい

いのかという行政に対する意見であったり、

これはすごく見直してよかったというもの

もいろいろあると思います。そのあたり、

じゃ、Ｂｅｆｏｒｅ・Ａｆｔｅｒに近いん

ですかね。行政のほうでチェックしてやっ

たものももちろんですし、それから自主的

に各担当課で変えていったという、そうい

ったものも含めて。あとは、区民の皆さん

からのいろんな要望によって変わったもの、

こういったものをちょっとトータルして幾

つかまとめていただいて、シティプロモー

ション課に聞いてみると。 

 これちょっと事前に調べておかないと駄

目ですね、そうすると。質問項目です。 

 じゃ、ぬかがさん。 

（ぬかが委員） 

 すみません、前提で多様性社会推進課の

ほうにちょっとお伺いしておきたいんだけ

れども、要は、これできたときの認識で、

私、公的表現ガイド、全庁に行き渡ってい

ないなと感じたんですよ。各学校に配った

んですかと教育委員会に質問したこともあ

るけれども、あんまり認識されてなくて、

つまり、多様性社会推進のほうでこれ作ら

れた公的表現ガイドは、どのぐらい庁内の

ほうに行き渡っているのかというのを、ち

ょっとまず前提で聞きたいんですけれども。 

（渡辺係長） 

 全部には配ってはいるんですけれども。 

（石阪委員長） 

 配ってはまずいるという、全課に。 

（渡辺係長） 

 活用がされているかがちょっと追えてい

ないです。 

（ぬかが委員） 

 ごめんなさい。配っているというのは、

全職員数印刷して、全職員に配ってはいな

い。そうすると各係ぐらいですか。課。 

（渡辺係長） 

 課です。 

（ぬかが委員） 

 そうすると、課の下には何十人も職員が

いる部署もあるし、教育委員会なんかはど

うされたか覚えていますか。 

（渡辺係長） 

 教育委員会も同じく課には配っているん

ですけれども。 

（ぬかが委員） 

 そうすると、学校には行っていないとい

うことですよね。あれは課ではなくて、教

育指導課とかいろんなところに所属して、

学校現場というのがあって、各校長にも行

っていないということですよね、恐らく今

の話だと。 

（柏村主査） 

 学校に行っていないということは、校長

先生にも。 

（ぬかが委員） 

 学校に行くということは、校長に行くと

いうことですものね。 
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 そういうふうに考えると、私、最初に庁

内だったらヒアリングできるんじゃないか

と意見を言ったときの問題意識というのが、

やはり庁内でどれだけ普及しているのか、

どれだけ認識しているのかというのがどう

なんだろうという問題意識があったわけで

すよ。だから、学校現場とか保育とか、そ

れぞれの現場のところにどれだけ広がって

いて、要は啓発が進むのか進まないのかと

いうのは、現場もそうだけれども、職員と

かそういうところ、末端にきちんとこの認

識が届いているのかどうなのかというのが

一番大事かなと。 

 職員のところでちゃんと届いていて、初

めてそこから子どもだったりとか、いろん

な方々に広がっていくということに、地域

のちからとか住区推進とか。住区推進だっ

て当時の課長だけがこれを受け取っている

んだと、もともと地域のちからの部署です

けれども、同じところですけれども、やっ

ぱりなかなか、その後のそれこそ町会・自

治会とか区民事務所とか所長とか、そうい

う単位に届いていないと、そもそも届かな

いかなって感じがしていて、それがどれだ

け普及されているのかなというのが一番疑

問だったんですよ。 

 でも、それは恐らくシティプロモーショ

ン課の課題ではないんじゃないかという思

いがあるんですけれども、その辺…… 

（石阪委員長） 

 むしろ印刷物とか広報物を発行するとこ

ろというのは、今の学校もそうですし、そ

れがこれを反映されていないということで

すよね、極端に言うと。今、学校現場にな

いと。保育園にもないと。だから、そうす

るとなかなか…… 

（ぬかが委員） 

 ＬＧＢＴは別のマニュアルがあるから。 

（石阪委員長） 

 別マニュアル、学校には入っているんで

すね。 

（ぬかが委員） 

 学校には行っている、教育委員会が作っ

ているから。 

（石阪委員長） 

 確かに。 

 じゃ、秋山さん。 

（秋山委員） 

 私もぬかがさんの意見と近くて、すごい

これは大変すばらしい公的表現ガイドだと

思うんですけれども、これがどう生きてい

るのかが見える化されていないのがすごい

もったいないと思っています。 

 今、私、このシティプロモーション課の

第３次広報戦略という資料を、令和３年６

月につくられた戦略の指針みたいなのをち

ょっと見ているんですけれども、令和３年

６月の時点だとシティプロモーション課さ

んで年間450件、庁内からチラシ、どう直し

たらもっと刺さるかという相談受けている

らしいんです。 

 なので、デザインとかも大分見たり、写

真もこれがいいよとか言っているはずで、

そのときにシティプロモーション課さんが

このあだち公的表現ガイドの視点からも、

ここがちょっともっと性別が多いほうがい

いよねというのを言ってくれて、この公的

表現ガイドに沿った形のチラシをもし作ろ

うとしたら、例えばチラシの下に「あだち

公的表現ガイドに準拠しています」とかっ

て一言入れるとか、そういうふうにあだち

公的表現ガイドというものがあるよという

のが何かちょっとさりげなく伝わるような

仕掛けづくり、お墨つきみたいなものとい

うのがあると、意識づけもしやすいのかな、

場合によっては何かＪＩＳマークみたいな、
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かわいいマークなんかを公募して作って、

これがついているチラシはそこにちゃんと

配慮してあるんだなって伝わるというふう

にしたらいいんじゃないかなと思いました。 

（石阪委員長） 

 これは根本的な話ですけれども、例えば

区内の区の広報物というのは、誰かがチェ

ックするという体制がまずできているのか

どうかです。各担当課でもうそのままぽん

と外に出てしまうのか。これはシティプロ

モーション課に聞いたほうがいいのかな、

こういうことは。 

 区長は見るという、ここの区長、かなり

見る人らしいんですけれども。 

（茂木部長） 

 補足すると、例えばポスターとかチラシ

作るじゃないですか。ルールとしては、主

管課が最初案をつくって、シティプロモー

ション課に必ず添削を受けるんです。 

（石阪委員長） 

 それは絶対に添削を。 

（茂木部長） 

 そうなんです。そこで受けて、シティプ

ロモーション課がチェックしてオッケーが

出たら、区長添削に行けるという流れなん

ですよね。ですから、主管課で必要なこと

を情報を入れたり、公的表現ガイドのチェ

ックをして、その後シティプロモーション

課で再度確認するという流れになります。 

（石阪委員長） 

 シティプロモーション課は必ず通ってい

る。 

（茂木部長） 

 基本、通ります。普通の紙のチラシとか

ペーパーはあれですが、印刷して貼るもの

とか区民に配るものについては、基本通る

はずです。 

（ぬかが委員） 

 区民事務所で作っているようなものとか、

地域学習センターで作っているようなもの

は通さない。 

（かねだ委員） 

 通さないと思うよ、絶対に。 

（石阪委員長） 

 あと、学校も通らないですね、多分。 

（かねだ委員） 

 学校のものも通らないし。 

（片野委員） 

 足立区女性団体連合会は、区と共催の事

業のチラシは通っています。 

（石阪委員長） 

 やっているものは。区が共催で入ってい

ればということですね。 

（片野委員） 

 今日お配りしているフェーズフリーのも

のも通っています。 

（石阪委員長） 

 このあたりの一つチェック体制という言

い方も変ですけれども、これがどうなって

いるのか、実態は。このあたり一つちょっ

と聞いてもいいかもしれない。 

 どうぞ。 

（秋山委員） 

 チェック体制もそうなんですけれども、

まずこの公的表現ガイドがあって、それを

チェックしているよというアピールしたほ

うがいいと思うんですよ。なので、やっぱ

そういう文言をちょっとちらっと入れると

いうのはすごい効果があると思います。 

 シティプロモーション課はやっぱり足立

に愛着を持って、誇りを持つ区民を増やす

というのが一番の目的なんですけれども、

何かそういう公的表現ガイドというものが

あって、それをちゃんと意識した自治体な

んだよということが区民に伝わるって、す

ごくプラスだと思うし、小っちゃなことか
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もしれないんですけれども、見える化とい

う意味でぜひそうなったらいいんじゃない

かと私は思います。 

（石阪委員長） 

 ただ、１点補足すると、広告を世に出す

場合には、一応基準というのはたくさんあ

るんですよね。これはどちらかというと男

女共同参画に関することですけれども。例

えばこういうものは使っちゃいけないよと

いう、いわゆるコミュニティー広告の基準

というのがあって、書き出すと結構たくさ

んになってしまうので、さっき言ったよう

に何かマークみたいのがあってもいいかな

と。これをいろいろそういったものを全て

通ったものは何か区としてお墨つきを与え

るみたいな、その中の一つがこの公的表現

ガイドもその基準に入っていますよとか。 

 はい、どうぞ。 

（相澤委員） 

 今お話しいただいている内容で、公的表

現ガイドの３ページですかね、ガイドの対

象のところで、区民の方や事業所の方も、

下から２行目ですかね、区職員だけでなく

事業者の方もと書いてあるんですけれども、

私、働いているのは荒川区で働いていて、

行政からこういったものを何か配られて、

参考にしてくださいとか言われた記憶もあ

まりなくて、足立区なのであれば、足立区

のこの事業者の方もというのであれば、配

るなりされたほうが、それを使うのは広報

なのか人事なのか経営なのか分かりません

けれども、何かその辺も入れていただける

とよろしいかなと思いました。 

（石阪委員長） 

 これ、当初は多分民間にも配る前提でこ

れを作られたんじゃないかなと。ところが、

やっぱり民間の方にこれを配って、これを

どちらかというとやらされている、強要さ

れているというところで、先ほど言った表

現の自由等の問題がいろいろあったので、

多分先行して区内はこれも徹底すると。あ

る程度熟度が上がったところで民間のほう

にお願いするという形に私はなったんじゃ

ないかと思うんですが、たしか当初はあれ

できた経緯、そうでしたね。民間の方もこ

れどんどん活用してもらって、自分たちの

ところの出版物だったり印刷物、これを活

用してくださいという名目で作ったようで

す。 

 ですから、その次のステージに今どこま

で行っているかというのはちょっと聞いて

もいいかもしれないです。そういう可能性

はあるのかとか、これをもっと民間の方が

見て自分たちの広報に生かすというような

ことをする見通しがあるのかどうか、これ

はちょっと伺ってみてもいいかもしれませ

ん。 

 ほかはいかがでしょう、何か。 

 お願いします。 

（松村委員） 

 ちょっと疑問に思ったことが、今おっし

ゃったところの続きなんですけれども、区

職員だけでなくとありますけれども、足立

区役所の中でのジェンダーフリーの思想と

いうのはどのくらい進んでいるのかという

ことがちょっと疑問に思いました。それで、

いろいろ本当にこれよくできているなと思

うんですけれども、参考例２、３とか続き

ますけれども、私たち一般の区民が区役所

に参りますときに、やはり戸籍課だったり

とか教育に関するところとか、あとは保険

のこととか、いろいろな窓口があるんです

けれども、そういったところに順次対応す

るような内容のものも含まれているような

気がするんですけれども、その個別個別の

窓口でもう少しＰＲをしていけたら、浸透
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するんではないかなと思います。そこの部

門に対して、もうちょっとフォーカスした

部門でアピールする、ＰＲするようなこと

が何か今はなされていらっしゃるのか、そ

の辺もちょっと疑問に感じました。 

（石阪委員長） 

 これは区の中の話、それとも…… 

（松村委員） 

 そうです。区の中の話です。 

（石阪委員長） 

 中の話。職員の話ですね、そうすると。 

（松村委員） 

 職員の話と区役所のシステムのお話で、

窓口に伺ったときに、やっぱりジェンダー

フリーのことが、例えば戸籍課でしたらい

ろいろな差別感があると思うので、そうい

ったところでフォーカスしたら多少浸透す

ると。 

（石阪委員長） 

 これはもちろんこういったものもそうで

すし、あと研修であったりとか、配慮みた

いなものがちゃんと職員まで徹底されてい

るかどうかということですね、窓口の。 

（松村委員） 

 そうですね。そうすると窓口の方のやは

り受け方も違うんでは。その辺がどの程度

満たされているのか。あと、職員の方も、

最近は今、育休ということがよく言われま

すけれども、それがどのくらい達成されて

いらっしゃるのか。ある行政ではデフォル

トでもう男性が育休を取ります、そうじゃ

ない場合は手を挙げてくださいというふう

になっていたり、かなり進んでいるような

ので、その辺、区のほうのまず行政はどう

なっているのか。 

（石阪委員長） 

 これは恐らくシティプロよりはこちら担

当でいろいろ区職員の啓発ね。 

（松村委員） 

 ちょっと興味がありました。 

（石阪委員長） 

 これ確かにそういった問題あるんですけ

れども、これはちょっと今回の機会ではな

いですけれども、多分今後の課題かな。末

端まで、いわゆる窓口のところまできちっ

とこういった考えが行くと。それは研修と

いう形になるのか、あるいはこれは冊子、

今、先ほどぬかがさんが言ったように、課

で止まっているので、例えばそれぞれの職

員までこれ行き渡るということになると、

またそれぞれみんな読んでみると、自分は

今まで間違った対応していたなということ

に気づく可能性もあるので、そういったこ

とですかね。ありがとうございます。 

 どうぞ。 

（さの委員） 

 ちょっと冊子は課単位での配布なんです

けれども、職員の方たちが多分タブレット

とかパソコンとかで見られる掲示板みたい

なものに、これというのは、例えば配られ

ているこの冊子は課に１部だとしても、職

員の方たちがいろんな内容で、職員に対す

るいろんな啓発であったりとかというのを

見に行ける掲示板みたいなのがたしかあっ

たかと思うんですけれども、そちらにこの

資料が例えばＰＤＦとかでそのファイルが

あって、それを見に行くことができるのか

どうかというのをちょっとお聞きをしたい

と思います。 

（鈴木課長） 

 既に掲示板のほうには載せております。

載せているのでそれを活用してくださいと

いう話はしておりますし、あとは、シティ

プロモーション課のほうにこういったチラ

シを作りたいですといったときにも、シテ

ィプロモーション課を通じて公的表現ガイ
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ド、こういうのあるんですよということを

お知らせしていただくようにはお願いして

います。 

（さの委員） 

 できればそれがあるということも、かな

りファイルもたくさんあるのかなと思うの

で、例えばいろんな研修を、新入社員であ

ったり何年目の研修とかであるときにも、

ぜひ一言でもこういうことを伝えていくこ

とが職員の方の意識の啓発にもなるかなと

ちょっと思いましたので、よろしくお願い

いたします。 

（茂木部長） 

 ちょっとだけ補足すると、シティプロモ

ーション課がチラシの作成だとかで研修や

るんですよね。そのときにこのあだち公的

表現ガイドを使っているというふうに聞い

ています。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 今きちんと説明をというか、周知をとい

う話の流れで、このテーマって、これまで

例えば医師とかの表現だったら男性だよね

みたいな、もう誰もにある思い込みをそう

じゃないんだよというふうに見る人に見せ

ていく、別の形もあるんだよというのを見

せていくということなので、これがガイド

があるというだけじゃなくて、どうして私

たちの思い込みがあるんだということも併

せて、どうしてそれを行政がやっていく必

要があるのかということも、その意義につ

いて併せてきちんとお話ししなきゃいけな

くて、皆さんこれが周知されているのかと

いう話なんですけれども、もうこれが配ら

れただけでも駄目のような、むしろ。非常

に根深い問題なので私たちは熱心に取り組

んでいるわけで、だからそこに併せて現状

はこうで、みんなも思い込んでいるんだと

いうこともちゃんと伝えないといけないと

いうことで、研修の中にもちょっとでも盛

り込めたらいいんですけれども、本当言う

と、説明会ぐらいキーパーソンにはしてい

きたいぐらいの多分難しさなのかなとも感

じています。多分こちらの課は分かってい

ると思いますが。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ほかいかがでしょう。 

（かねだ委員） 

 すみません、１点だけ。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（かねだ委員） 

 疑問なので。 

 例えば、この公的ガイドについては、一

番熟知しているのは多様性社会推進課だと

思うんですけれども、逆に、シティプロで

判断できなくて多様性社会推進課にどうし

たらいいかという相談なんかというのは、

日頃あったりするんですか。 

（鈴木課長） 

 ないです。 

（かねだ委員） 

 ない。ということは、この公的ガイドを

見て、シティプロモーション課で判断して

いることで、今のところ大きなミス等はな

いということで…… 

（石阪委員長） 

 恐らくそう…… 

（かねだ委員） 

 理解して。 

（石阪委員長） 

 そういう、可能性としてはそれが一番。 

（かねだ委員） 
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 全くない。 

（鈴木課長） 

 ないです。 

（かねだ委員） 

 ないですか。分かりました。 

（石阪委員長） 

 その辺も聞いてみましょう。例えば自分

たちが判断に迷ったケースであったり、差

し戻したケースが過去あったかどうか。 

（永田委員） 

 １つご質問なんですけれども、確かにす

ごい内容がよくて、ネットで見たらホーム

ページでも、足立区の区役所のホームペー

ジに、多分一般の方もＰＤＦで見られる状

態になっていて、その存在、ただ私も知ら

なかったんです。告知する一般の人たちに

も、例えば足立区の何か広報のいろんなの

あるじゃないですか。こういうのを実は５

年に作っていましたみたいな、そういう機

会とかを定期的に流すと、見てみると、こ

れ、そうなんだ、この言葉、今駄目なんだ

とか、一般の方も結構気づきがいっぱいあ

るんじゃないかなと。 

 私も事業所で手紙とか書くんですけれど

も、この言葉、今駄目なんだなとか幾つか

ちょっと気づきまして、逆に「良妻賢

母」とか、本来褒め言葉も公的な場ではち

ょっと駄目なんだなとか、一般的には褒め

言葉で使っちゃいかねないですけれども、

公的な場での表現としては駄目なのかなと

か、やっぱりそういう段階もあると思うの

で、そういうのも考えるきっかけになると

思うので、やっぱり一般の方とか事業者に

も何かこういうのがありますよというのを

定期的に告知いただけるといいかなと思い

ました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。そうですね。一

般の方にも分かるような。今、広報として

は取りあえずは一般の人が見えるのは、ホ

ームページで見られると。それだけですね、

恐らく。特に一般の方向けの啓発や広報は

やっていないと思いますが、これについて

は。 

 どうぞ。 

（秋山委員） 

 本当に私はこの公的表現ガイドの７、８、

９ページ、10、11ページに書いてあるよう

な考えを、ぜひシティプロモーション課さ

んのほうで、何か区民の意識向上啓発ポス

ターみたいな形で展開してもらえたらいい

なと、それは前から思っていて、そうなっ

てくると、シティプロモーション課さんの

経営方針というか、戦略の方針とかに関わ

ってくると思うので、そう簡単にはいかな

いんだと思うんですけれども、ぜひこの男

女共同参画推進委員会とかと協力してそう

いうのをやれたら、やってほしいと思いま

すという、そんな思いです。 

（石阪委員長） 

 でも、聞いてみましょう、当日。そうい

った多分かなりこの点に対しては見識があ

るということだと私は思いますので。いろ

んな例が多分あると思うんです、Ｂｅｆｏ

ｒｅ・Ａｆｔｅｒ、実際依頼が来て駄目に

した件とか相談して変えたケース。こうい

ったものを見ながら、足立区として外に物

が出るときにはどういうフィルターかかっ

ているかというのをちょっと見ていく必要

があるかなと思います。 

（秋山委員） 

 シティプロモーション課でちょっと前に

「ワケあり区、足立区。」というプロモー

ションをして、足立区の訳ありな人々とい

うことで、区内で住んでいる方とか起業し
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ている方、いろんな方を、今見たら20名ぐ

らいの方なんですけれども、ピックアップ

しているんですけれども、ちょっとその中

のどういう人選だったのかなとかもちょっ

と聞いてみたいという。 

（石阪委員長） 

 「ワケあり区」の件ですね。 

（秋山委員） 

 もしかすると障がいのある方とかも実は

いるのかなとか。 

（石阪委員長） 

 これはシティプロが来たときにちょっと

聞いてみてもいいかもしれません。 

（秋山委員） 

 何かちょっと聞いてみたいです。という

のも、ちょっとポスターに出てくる人が女

性に偏っていたように感じたんですよ、私

が。なので。 

（石阪委員長） 

 実際そうだった。女性が比較的多めだっ

たんですかね。 

（秋山委員） 

 そうですね。男性はもうファミリーの一

員みたい人しかいなかったので。ホームペ

ージ見たら男性の経営者は単独で出ていま

すけれども、ポスター展開は男性１人とい

うのはなかったですよ。 

（石阪委員長） 

 そうですか。 

（秋山委員） 

 とか、ちょっとそういうのとか、意識的

に女性だけというのもちょっと微妙っちゃ

微妙。 

（石阪委員長） 

 「ワケあり区」に女性だけというのも、

何かちょっと見る側として見ると、うーん

という。 

 分かりました。じゃ。ちょっとそこは実

際来ないと分からないところもあるので、

何かその辺は配慮があったのかとか考えが

あったのかというのは聞いてみたいと思い

ます。 

 ほかよろしいですかね。 

 この分野だけではなく、例えばシティプ

ロモーション、今後広報活動を進めていく

上で何か聞いてみたいことがあれば。 

 よろしいですか。 

 どうぞ。 

（笠井委員） 

 やっぱりこれは使っていただきたいなと

いうのがあって、令和５年に発行している

んですものね。これ、課として、例えば活

用してもらうのに目標みたいなのを掲げて

いらっしゃるのかというのは、ちょっと聞

いてみたいと思いました。 

（石阪委員長） 

 これはこちらかな。シティプロモーショ

ン…… 

（笠井委員） 

 のほうで。 

（石阪委員長） 

 のほうで。 

（笠井委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 何かこれを活用する上で目標とか、ある

いは共有するようなことがあるのかどうか

ということかな。 

（笠井委員） 

 何かそういうふうな考えがあるのかどう

かというのを質問で。 

（石阪委員長） 

 広報戦略の中にこれがどう位置づけられ

ているか、そういうことですかね。分かり

ました。 

 どうぞ。 
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（内藤委員） 

 すみません、度々。 

 これは結構足立区だけじゃなくて、さっ

きも言ったように大阪府とか埼玉県とか杉

並区と足並みそろえる形で、国とも足並み

そろえる形で、全然変なものではないんで

すけれども、改めてやっぱり見ると、石阪

さんが最初に表現の自由との関係というお

話をしたこととも併せて考えると、何とな

く今のこれが駄目で、こうしないといけな

いみたいな、ちょっとそういう感じにもみ

んな感じてしまう。 

 でも、本来でいうと、男女共同参画、み

んながいろいろ生きやすくできるほうがい

いよねという視点で私たちは話していて、

だからこういうみんなが役割にとらわれる

世の中はよくないから、こういう表現にし

たほうがみんなが選びやすいよねという、

ベターな表現を目指すために、足立区が。

そのために作っているという視点でいけば、

そういうふうに捉えたほうがいいかなとい

う。これが駄目ということじゃなくて、こ

れは今なので。だから、それよりこっちに

したほうが、私たち、この委員会や男女共

同参画条例が目指している、足立区の目指

している社会なんだ、だからこれを足立区

としてはやっていきたい。ついては、市民

の皆さんも事業者の皆さんも一緒にこれに

ついて協力してほしいという、そういうス

タンスですよね、本来は。 

 だから、そういう感じでいくと、表現の

自由というよりは、みんなでもっとベター

な足立区にしましょうという話で捉えたほ

うがいいのかなと。すみません、みんな分

かっているかもしれませんが、補足です。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（片野委員） 

 表現ガイドが出た当初、広げようとなっ

た時、やはり表現の自由との兼ね合いとい

う問題がありました。けれども、私は多様

性の時代で選択肢の一つだと思ったんです。

こういうことを表現されると不快に思った

り傷つく人がいるということに気づかない

人たちに、このような表現のほうがいいで

すよねという提示、まさに内藤先生がおっ

しゃった選択肢を増やしていくという考え

方です。選択肢を知らなければ選べない。

だから庁内でとどめるというのはすごく私

はもったいないなと思ったんです。 

 大勢の人の目にふれる掲示物を作ってい

るところ、学校や児童館などを含めたくさ

んありますよね。学校や児童館の掲示物を

見て、学校などには配布されていないのだ

な、と思っていました。 

 教育委員会に働きかけて、学校に１冊置

いていただいて、校内で学習会を開催する

となどの啓発が必要があると思っています。

（石阪委員長） 

 そうですね。皆さんの考え方はまさにそ

うだ。 

 ちょっとじゃ聞きましょう。 

（かねだ委員） 

 今ちょっとおっしゃっていたご意見のほ

うに賛成で、やっぱり選択肢の一つですよ

ということがちゃんと明確になっていない

と、こうしなきゃいけないのかなというふ

うにすごく思ってしまう部分って、特に行

政からのこういう冊子だと…… 

（石阪委員長） 

 これが出てくるとね、民間の方は。 

（かねだ委員） 

 区民の方含めて事業者の方も、やはり正

直な方というか、本当に素直な方が多いと

思いますので、行政はこういうふうにやっ

ているんだったらこういうふうにしないと
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というふうになるので、あくまで選択肢の

一つですということを、もし民間の企業の

皆さんにお配りしたりするのであれば、そ

ういったところはしっかりと明記をされた

ほうがやっぱりいいかなというふうには感

じました。 

（石阪委員長） 

 あくまでこれは公的ガイドですから、公

的、つまり足立区の出すものについてはこ

ちらに準拠していますよと。これはこれで

いいと思うんですけれども、民間の方が使

うときには、これ指針とかガイドラインと

いうかなり厳しいものではなくて、むしろ

選択肢の一つとしてぜひ皆さん、それぞれ

の会社で考えてくださいというような、そ

ういう出し方をしないと、これ、実際もう

いろんなところで出ているんですが、表現

の自由を侵害するものだということで、か

なり厳しい批判にさらされるケースもある

と聞いていますので、そうならないような

啓発の仕方、特に民に対してですね、は必

要だろうと思っています。 

 ただ、これもともとはそういったみんな

でこれを共有できるような、そういうある

種の教材として使っていこうと、こういう

趣旨で作ったものでもあるので、ですので

「はじめに」のところの表記には、「この

ガイドを活用していただけると幸いで

す」という、こういう言葉を入れてあると

いうことです。だから、今、足立区として

はあくまで区内で限定して使っていますけ

れども、今後これをどう民間とか区民の方

に展開していくのか、このあたりもちょっ

とシティプロには聞いてみてもいいかもし

れません。今後の活用の方法ですよね。 

（ぬかが委員） 

 すみません。ちょっとその絡みで、前か

ら私、産業振興のほうとかにも、中小業者

さんにやっぱりこういうのを知ってもらっ

たほうがいいんじゃないのと思ったのは、

確かに表現をもうちょっとマイルドにして

いくというのは前提にあるかもしれないん

だけれども、先ほど先生とかいろんな方言

われたように、例えば８ページの参考例と

いうのは、もう使用しないほうがよいとか、

これは絶対こうですみたいになっているけ

れども、よりベターな表現とか、そういう

ふうにしているだけでこの辺が柔らかくな

るかなとか、区民向けでいうと。 

 ただ、やっぱり事業をやっている方も、

足立の方、そういう、今、よくほかの労働

法制なんかもそうだけれども、今のスタン

ダード、こうだよねということを事業者さ

んに知っていただくということは、絶対プ

ラス、マイナスにはならないというか、知

ってどう判断するかはそれぞれの事業者さ

んだけれども、やっぱりそれを提示するの

が行政の役割だなと思っていて、それはも

うシティプロというよりは、ここか全庁的

な課題なんだと思うんですけれども、ちょ

っとそういうところって必要なのかなと。

どうしてもちょっと言いたくなって。すみ

ません。 

（石阪委員長） 

 確かにこれ、あくまでこれ、庁内向けと

いうこともあるので、今のぬかがさんのお

話もそうですけれども、例えば区民向けと

か民間向けにはある程度ちょっと表現を変

えるとか、もう少しマイルドにするとか、

これやったらいけませんということではな

くて、むしろこういった表現にしたほうが

いいというような、むしろベターというよ

うなことが伝わるような、リーフレットな

り冊子なりを別途作ってもいいのかなとい

う気がします、これ広報向けの。 

 この辺はどちらかというとシティプロよ
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りはこちら側ということになりますので、

これは今後ちょっと検討していただきたい

と。むしろそのあたりは逆にシティプロで

はなくて、こちら側の提言の中に入れても

らってもいいかもしれません、区長への提

言の中に。これをむしろ活用方法、民間に

活用するに当たって、もう少しベターであ

るとかマイルドなもの、こういったものを

作って、ぜひこれ、区内だけではなくて区

民の皆さんにも広報してほしいとは、恐ら

く皆さんの考えとしてあります。 

 よろしいでしょうかね、この点について

は。多分10個もひょっとしたらなかったか

もしれませんけれども、取りあえず今出て

きたもの、これをちょっと取りまとめて、

次回、シティプロモーション課が来たとき

にそちらの質問をさせていただきたいと思

います。またそれ以外で時間がありました

ら、皆さんのほうからぜひ補足の質問をし

ていただいて、せっかくの機会ですので。

それを最終的には聞いて報告書を取りまと

めると、こういう流れに行きたいと思いま

す。 

 じゃ、こちらの議題はこれで終了とさせ

ていただきます。また最終的な質問の項目

は、ちょっとこの後事務局と詰めますけれ

ども、私のほうにご一任いただくというこ

とでよろしいでしょうか。もし補足あれば、

皆さんから質問していただく。 

 

４ 令和８年度足立区男女共同参画に関す

る区民意識調査設問について 

（石阪委員長） 

 それでは、議題で次です。４番目、令和

８年度足立区男女共同参画に関する区民意

識調査設問について、こちらはまず課長か

らかな。 

（鈴木課長） 

 では、皆さん、資料２をご覧いただきた

いと思います。ちょっと縮小したコピーな

ので、見にくくて申し訳ありません。こち

らは前回、先ほども申し上げましたが、令

和３年度に実施した意識調査の調査票とな

っております。問１から問40、ほとんどの

部分、こちらが各施策に関する設問、最後

のページ、問41からは回答者の属性に関す

る設問となっております。 

 もう一つの資料、資料３になりますが、

こちら東京都が実施しております男性の家

事・育児実態調査の最新版になります。 

 資料４、こちらは国が公表しました2025

年版の男女共同参画白書を独立行政法人労

働政策研究・研修機構がホームページで分

かりやすく解説しておりましたので、参考

に配付させていただきました。資料の３ペ

ージ目が固定的な役割分担意識やアンコン

シャスバイアスに関する分析となっており

まして、そこの部分が四角で枠囲ってあり

ますので、資料４の３ページもよくお読み

いただきたいと思います。 

 私のほうからは以上になります。 

（石阪委員長） 

 資料は３つありますけれども、一つはア

ンケートです。これはもう４年前にやった

アンケートですけれども、こちら単純集計

表の、これはパーセントも入っている状態

ですかね、設問に加えて。ということで、

Ｎ数が1,100ですからかなりの数、1,000超

えていますので誤差もほとんどないような

形でできています。ただ、これはあくまで

単純集計ですし、質問も非常に多岐にわた

っているということになります。男女共同

参画全般ということになります。 

 今回、皆様テーマとして挙げていただい

たのは、性別役割分担意識であるとか、な

かなか我々、これまで議論することがなか
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った家庭とか子育てに関する役割分担、こ

ういったものが一つ大きな、あと介護とか

ですね、テーマですので、このあたり、例

えばどんなことを質問項目として新たに加

えたほうがいいのかとか、あるいは分析手

法とかそのあたり、もし皆さんご意見があ

ればいただければと思います。 

 ちょっと個別に見ていくと、まずこれは

非常に多いんですが、恐らく該当するとこ

ろというのはまず１つ、ワーク・ライフ・

バランス、これ開けてもらって213、14辺り

です。仕事と仕事以外の生活の両立の場面、

それからこれは働くということに関してで

す。例えばよく制度は整っているが取得し

にくいとか、そういったところ。 

 それから、215にいくと今度は家庭でのい

わゆる家事、これをどれぐらいやっている

か。あなた、自分、それからパートナー、

それから子であったり親であったりという

ことで、このあたりの比率が書いてあると

いう、こういったデータです。これが215、

それから16辺りに書いてあること。このあ

たり一つ大きな、このままで行くのか、も

う少し例えば家事の項目を増やす減らす、

多分いろいろあると思いますけれども。 

 それから、その次、217、18までいくと、

今度はパートナーがいる方に限定をして、

いる方はどうしていますかというような、

そんなような状況です。パートナーがいな

い場合はこれを聞かずに、いる方、712とい

うＮ数でやっていると。 

 一旦この辺りで家事に関することという

のはちょっと離れますけれども、あとは地

域であったり行政課題であったり、そうい

うところがどんどん続いていって、その後

がＤＶとかハラスメント、こういったとこ

ろ、そして多様性、ＬＧＢＴの問題、最終

的にフェースシートにいくという、こうい

う流れで、主に議論するところってこの前

半部分です。１のあらゆる分野における女

性活躍の推進、それからワーク・ライフ・

バランスの推進、このあたりが主要なテー

マになるのかなという気がします。 

 ちょっとまた別の資料にいきますけれど

も、今度は東京都の資料でしたかね、都庁

総合ホームページと書いてあって、パパ・

ママの家事育児実態について5,000名に聞き

ましたと。今度は5,000という非常に大きな

数ですが、これ一番のポイントは、ちょう

ど１ページ目の下に書いてある、家事・育

児にかける時間が前回調査と今回調査比較

すると、男性と女性の差ですよね、家事。

昔は結構５時間26分の差があった。簡単に

言うと男性があんまり家事やっていなくて、

女性のほうがすごい長い時間家事をやって

いたので、５時間以上の男女の開きがあっ

たのが、４時間19分、縮まったということ

です。簡単に言うと１時間ぐらい男女の差

が縮まったと。 

 こういうことがちょっと最初に冒頭に挙

げられていて、ただ、これちょっと気にな

るデータがその後にどんどん続いていて、

これ結局、男性の家事労働時間が増えたと

いうことではないんですよね。簡単に言う

と、女性が今まで家事、長い時間かけてい

たのが単純に短くなったと。恐らくこの分

析結果を見てみると、家電の改良が進んで

実際家事にかける時間が単純に減ったと。

男性は全く家事を増やしているわけでは全

然なくて、むしろ女性が家事負担が軽減し

たというような、そういう形になっていま

す。これがまず一つ。だから、これ分析と

してどう捉えるのか。確かに掃除機や洗濯

機が性能が上がって、その分ただ短くなっ

たということだけですと、これ男女の差が

縮まったとは言えないということですよね。 



20 

 それから、その後、例えばこれ、感謝の

ところです。これ男性、女性ともに、

35.5％、男性は。女性は36.6％の人が毎日

感謝の言葉を伝えていると。こう答えてい

るわけですが、その下に今度はいって、実

際じゃ感謝の言葉を伝えられているか、相

手からですね、となったときには、男性の

ほうは感謝の言葉を伝えられているのが一

番多くて30.9、女性の場合はどーんと下が

って22.5となって、いつ伝えられたのか分

からないというのが一番多いと。つまり、

お互いに感謝の言葉を伝えていると思い込

んでいるんだけれども、女性のほうは全く

自分のところにはそれが伝わっていないと

いうようなデータです。これもだから非常

に分析は難しいんですが、比較的女性のほ

うは男性の感謝の言葉をあんまり受けた気

がないと、このような状況です。 

 それから、あとは睡眠時間が非常に短く

なっているということです。特にパパの３

人に１人、ママの４人に１人が睡眠不足と、

こんなようなデータ。これも非常に面白い

のは、男性の家事労働時間が別に増えた、

共に家事をやるということではなくて、家

電の非常にいいものになったので、家事労

働時間が減ったという、こういう面白いデ

ータです。 

 そして、これは労働政策研究・研修機構

ですが、これはどうだろう。比較的これ地

域との話が多いのかな。東京と地方とを比

較したケースであったり、特にこれを見る

とＭ字カーブの解消が北陸で進んでいると

か、いわゆる働き方が大きく変化している

と。管理職の女性割合が多いのは意外に地

方だったりする。徳島県であったとか、そ

ういういろんな様々な地域との比較、地方

との比較と。 

 東京、これどうなんですか。内藤さんに

聞いたほうがいいかな。どう。こういった

データです。どっちかというと都道府県別

の比較のような、そんなような傾向が強い

んですね。 

 もろもろちょっとデータを用意していた

だきましたけれども、来年、令和８年度に

本格的な調査を足立区では５年ぶりにやる

わけですけれども、じゃどんなことをその

調査で聞くのか、明らかにするのか。これ

もし皆さん、今日時間が少しありますので、

ここでご意見いただければと。次回の後半

も少しこの時間ありますので、今ちょっと

こういうことはぜひ聞いたほうがいいとか

いうことがあれば、ご発言いただければと

思います。 

（内藤委員） 

 いろいろ準備ありがとうございます。 

 ちょっと確認なんですけれども、できれ

ば既存の、今日貸出しをもう言っていただ

いているので、これまでの区民意識調査の

項目をさほどいじらず。というのは、やっ

ぱ経年的に見ているものも、さっき説明あ

りましたけれども、経年的に見ているもの

もありますので、どうやれるのかというと

ころだと思うんですけれども。 

 70ページ、ご覧いただけますでしょうか。 

これは問12、問12というのは皆さんの今配

っていただいているものだと215ページです、

これ。設問の215ページの問12、ここの役割

分担、それぞれの役割分担というところが

この項目の結構肝だと思うんですけれども。 

 ここの、例えばちょっと注目しているの

は、この215ページの項目でいうとシ、「家

族の日常的な介護や看護」とか、ちょっと

私もここで、実はそういう例えば何らかの

障がいがある、発達障がいとか、そういう

ふうに指摘されたりするお子さん増えてい

たりとか、あと不登校の子とか学校に行き
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渋りとか、毎日休むわけじゃないんだけれ

どもなかなか行きにくい子というのは今割

といると思うんですが、そういう子も含め

て、家族、子どもの対応、医療的・障がい

的な対応というところを割と女性がやって

いるというような感じがありまして、その

ところどうなっているかなと思って、この

70ページ、例えば男女でどういうふうにな

っているかって見ようと思いますと、この

棒が出ているところのこっちです。ここに

括弧がありますよね、皆さん。括弧はその

サンプル数なんです。 

 これ、男性は結構少ないですよね。担当

課の方に聞きたいんですけれども、特に若

い世代、これ女性も29歳以下も２名ですし、

30代が女性でも７名、男性もすごく少ない

ので、このあたりを何か既存の調査使うに

しても、サンプル数が少な過ぎて。例えば

今30代のところ、あなた自身、男性30代、

３人になっていて、66.7なんですけれども、

これは２人がそう答えているということだ

と思うんですが、やっぱり３人だとちょっ

とサンプルが少ないので、この辺の私たち、

年代がとか調べたい項目にあるので、何と

か若い人とか男性に多く取ってもらえるよ

うに、これ調査設計段階で工夫することが

できるかどうかというのをまずお尋ねした

いと思う。 

（石阪委員長） 

 要するに、無作為抽出だとどうしても高

齢者が増えてしまう。 

（内藤委員） 

 そういうふうに。 

（石阪委員長） 

 ますよね、多分これ見ると。 

（内藤委員） 

 女性の割と高齢のほうに。そもそも…… 

（ぬかが委員） 

 でも、こっちは数が。 

（内藤委員） 

 これは、こっちの隣の71ページの項目は

アなんです。「収入を得る」という項目な

ので。 

（石阪委員長） 

 これはだから介護とか看護に物理的に関

わる30代がいないということですよね。 

（内藤委員） 

 そうなんです。だから、でもそうはいっ

ても、子どもがいると看護が関わりがない

という人、ほとんど多分いなくて、親がい

て介護に関わる年代、そうすると年代は高

くなるけれども、でも、「家庭内に該当す

ることがない」という項目でも答えていな

いという。その辺はちょっともしよろしけ

れば教えていただけますか。 

（石阪委員長） 

 これ分かりますか。大丈夫。 

（柏村主査） 

 まず、対象者、区民3,000人ということで、

抽出する際に、無作為ではあるんですけれ

ども、年代と性別をそれぞれ指定して抽出

はしております。なので、大きな偏りがな

いようにはしているんですけれども、分厚

い報告書の228ページご覧いただくと、回答

いただいた方、「あなたが自認している性

別」というところで、女性が55.5％に対し

て男性が38.2％ということで、まず男性の

回答率が低いということ、プラス、その回

答者の中でそういった介護ですとか看護が

必要な状況にある男性というところで、限

られてしまったというところで、この回答

者数のＮ数が少なくなってしまったのかな

というところはあるんですけれども。 

（内藤委員） 

 まく枚数は性別と年代を均等にしている

けれども、回収率が違う。 



22 

（石阪委員長） 

 そういうことですね。 

（柏村主査） 

 そうですね。まず、男性の回答率が低か

った、女性よりもと。 

（内藤委員） 

 ネット調査とかだと抽出した段階でもう

そろえる。回収率段階でそろえるとかやる

わけですけれども、何かこれまでのあれを

基に、そちらに重くまくとかということは

あり得るんですか。 

（茂木部長） 

 ちょっとここの所管ではないんですが、

高齢者実態調査なんかをするときには、介

護を受けている世代、受けている人を抽出

してやっていると言っていますので、ある

程度こちらのデータで介護を受けていると

かで抽出してやることは可能だとは思いま

すが、ちょっと詳しくは所管に後日確認し

てみます。 

（内藤委員） 

 そうですね。うちの調査とかでも特別サ

ンプルとかいって、やっぱりその層だけを

サンプルとして出して、それをプラスして

やったりとかということあるので、今回こ

れをやるにはこの数だとなかなか根拠にな

り得ないかなともちょっと思いました。 

（茂木部長） 

 最近だと、うちの部だと外国人の実態調

査というのをやったんです、区民対象に

1,000人まいて、あと外国人対象にして。比

較的日本人は回答数が高く返ってくるので、

そんなに多くはまかなかったんですが、外

国人ですとなかなか回答率が低いので、日

本人の1.5倍ぐらいまいて、回収率の数を上

げたということありますので、やっぱり内

藤先生おっしゃるとおり、ちょっとそこは

操作とか工夫が必要だとは思います。 

（内藤委員） 

 了解です。ありがとうございます。 

 ちょっとそういう工夫をできた上でとい

うことなんですが、今70ページのところを

見ると、もうご覧いただいていると思うん

ですが、やっぱりシのこの日常的な介護や

看護みたいなところで、男女で、上にも特

徴書いていただいていますけれども、上、

下、数値見ると、女性はあなた自身、あな

た自身だけがやっているということです。

のが女性50％。これは年代じゃなくて全体

ですけれども、男性が28.6％ということで

す。 

 年代で見ると、若い層はちょっとサンプ

ル１で100％、20代というのは、ちょっとこ

れは使えないと思うのであれなんですけれ

ども、やっぱり年代が上に行くと、男性は

あなた自身が少なくなり、女性は全般です

かね、やっているというふうな感じが見て

取れて、理想というところはもっと先です

ね。 

 理想は、シだから93ですね。理想は、93

見ると、一緒にやりたいと。一番上に四角

のところで書いてありますけれども、あな

たとパートナー、配偶者で分担というのが

男性６割、女性５割弱ということで、やっ

ぱりその差がある。現実とあれの差がある。

でも、実際今のパートナーを見たときに、

これ分担できるかというふうに思って、こ

ういうふうに希望しない人もいるかもしれ

ないので、実際にはもっといるかなと思い

ます。 

 このあたりをどうやって取るか。もうち

ょっと分かりやすく取るかなというところ

で、ちょうど12月９日の朝日新聞でこの不

登校離職、母親ばかりに負担がという記事

があって、ある調査では女性の４人に１人

がこれで離職、回答者、ほとんど母親だっ
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たということで、何となく私の肌感覚でも、

そういう人が離職したり非正規に移ったり

する人が非常に多いので、そうだろうなと。

それをＮＰＯがお母さんの相談の窓口を、

ＬＩＮＥ窓口をやっているという記事だっ

たんですけれども。 

 やっぱりそのところは、実は会社では介

護休業が取れる、不登校ということだと介

護休業が取れるということが多いんですけ

れども、そういう理解がなかったりとか、

ここにも書いているんですけれども、実際

は全然不登校と判断されない場合だと、そ

ういう休業みたいに取れないという場合に

は、会社側に制度がないし、そもそもこう

いう不登校ということに理解がなかったり。

不登校も今いろいろあって、本当に病気で

起立性調節障害とか、本当いろんな病気の

場合もあるんですけれども、会社のほうが

実態も法制度も追いついていないので、実

際女性ばかりが、母親ばかりが離職したり

非正規化するということになっているので、

そのあたりの足立区の実態が浮き彫りにな

れば、かなりオリジナルなものですし、実

際に足立区でも困っているお母さん方いる

と思うので、いいかなと思っています。 

（ぬかが委員） 

 ちょっと今の関係でいいですか。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（ぬかが委員） 

 すみません。今、内藤先生言われた70ペ

ージのですが、もし、恐らくどこかは変え

るにしても、基本的な経年変化見るという

ことで変えないんだとしたら、少し聞き方

は変えたほうがいいのかなと私思ったのは、

先生言われてああと思ったんだけれども、

普通に「家族の日常的な介護や介護」と言

われると、どうしても親とか常時病人がい

てということで、そういう人が答えるクエ

スチョンだろうなと思ってしまうと思うん

ですよ。だけれども、今の話でいくと、家

族は家族なんだけれども、親だけじゃなく

て、「子どもや親などの」とかというふう

に、だから子どもの看護とかも含めてです

よと入れるだけで、答えやすくなるんじゃ

ないかなと、若い人なんかが。と思ったの

で、それは同じことを聞くにしても、ちょ

っと表現の仕方を工夫したらいいんじゃな

いかなと思いました。 

（内藤委員） 

 完全に全然項目を増やさないというわけ

ではない場合は、ここからさら問いに、ち

ょっとそうすると今後その項目で拾うこと

になって、経年的に違う項目になっちゃう

という懸念があるので、何か別項目、１問

ぐらい立てられるのか立てられないのかと

いうあたりはどうでしょう。 

（石阪委員長） 

 ちょっとこれは細かいのは次年度で。 

（内藤委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 むしろこういった…… 

（内藤委員） 

 そうかそうか。項目を提言するだけだか

ら。 

（石阪委員長） 

 提言するだけで、これ。 

（内藤委員） 

 そういう意味では、ちょっと私としては

このやっぱり見えなかった部分として、こ

ういうのを取ったらどうかというふうに思

いました。 

（石阪委員長） 

 あと、私個人的に気になったのは、家事

の中で「ごみ出し」だけが男性すごい多い
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んですけれども、この「ごみ出し」って何

を、ごみの分別も入っているのか、いわゆ

る、何だ、ごみをただ捨てる。僕は逆にす

ごいなと思っていたんだよ。若い人でも３

倍ぐらい男性はごみ出しに精を出している

という。これをだからどう捉えるか。これ

すごいポジティブに評価していいのか。 

（内藤委員） 

 いや、駄目ですよ。 

（石阪委員長） 

 これは駄目なデータなんですね、だから。 

（内藤委員） 

 ごみ出ししかやっていないという項目で

すよ。 

（石阪委員長） 

 だから、これは何であえて「ごみ出

し」というのが入っているのかがすごく僕

としては気になるんですけれども。だから、

これ、男性が駄目だというのをあぶり出し

ているようなデータですよね。だから、逆

に言えば、これしかやっていない。これと

「収入を得る」だけがすごく高くて、それ

以外のところは全部低いという。だから、

この「ごみ出」しっていつも……。多分、

世界的な統計で「ごみ出し」というのは日

本だけなんですよ、家事の中に入れている

の。だから、何でこう。ごみの分別は結構

大変ですよ、あれ、結構そこまで入れると

なると。だから、ちょっと気になったとこ

ろはそれかな。 

 じゃ、いきましょうか。 

（相澤委員） 

 今の報告書の中の97ページが、全部見た

わけじゃないんですけれども、家で見たと

き気になっていまして、97ページの配偶者

との役割分担の満足度というのでグラフに

なっていて、上が男性、下が女性になって

いて、男性のほうは特にいいですけれども、

女性のほうを見たときに、29歳以下、「満

足している」が35.7、「どちらかといえば

満足」、57.1、年代が上がることにこの

「どちらかといえば満足している」、「満

足している」、この２つを足した総数は

徐々に落ちていくんですけれども。それと

比例して例えば「満足していない」が増え

るのかなと思ったら増えていなくて、満足

が減っている一方で、不満足がそんな増え

ていなくて、「どちらともいえない」が増

えているということなので、この「どちら

ともいえない」というのは何が入っている

のかなというのが物すごく気になりました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 満足は増えていないと。ただ、「どちら

ともいえない」が、これ見るとまず女性の

ほうと男性のほうで明らかに違いますよね。

女性のほうはどんどん減っているんですね、

満足が。年齢とともにという意味です。

「どちらともいえない」。なるほど。 

 これは確かにどういう意味があるんです

かね。だから、しようがないと思ってしま

っているということかな、どっちかという

と。不満足まではいかないけれども、もう

長年やってきたのでやむを得ないという、

そんなイメージですかね、だから。 

 そうですね、これ、「どちらともいえな

い」という選択肢もちょっと難しいところ

ありますね、解釈の仕方が。今後、だから

「どちらともいえない」を選択肢の中に入

れるかどうかですね。よくあるのは、あえ

て真ん中を抜かして、満足か不満足かでや

ってしまうということもあるんですけれど

も。 

 分かりました。ありがとうございます。

これ全て「どちらともいえない」が入って

いるんですね、全部のデータに。 
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（さの委員） 

 すみません、この回答の仕方が郵送とネ

ットで、ウェブでの回答ということで、聞

こうと思ったんですけれども、ちょっと資

料が探せたんですけれども、郵送が58.6で、

ウェブが41.4だったというのがこの令和３

年度だったんですけれども、今後、今回も

両方でやっていくことだと思うんですけれ

ども、意外とウェブが少ないなとちょっと

思ったところもあったりとか、あと謝礼が

ボールペンだったというのがあって、ちょ

っとこれ、ここまでのボリュームがあるア

ンケートに対してちょっと少ないかなと。

やる気の問題では、今回はどのぐらいまで

出すのかという。 

 例えば学生なんかだと図書券を500円分と

かってやったこととかもありますし、やは

り答えてもらう、かなり細かいことを答え

てもらうとなったときに、どこまで出せる

のかについても、設問数があんまり多いと

やはり最初でもう嫌になってしまうと。や

っぱりこの40問は多いなと思っているので、

ちょっとその辺のバランスが、来年実施す

るに当たってもお聞きしたいのと、あと、

もともと考えていたこの令和８年度にやる

アンケートにどういう内容がもともともう

あって、そこにプラスをするという感じの

今回はアンケートになるんでしたでしょう

か。 

（かねだ委員） 

 あれ、外国人のアンケートの方にはクオ

カードを出すんじゃなかったですか。 

（茂木部長） 

 アマゾンのギフト券500円。 

（かねだ委員） 

 ギフト券だ。 

（さの委員） 

 アマゾンのギフト券を出したんですよね。 

（かねだ委員） 

 差をつけちゃいけないよね。 

（茂木部長） 

 日本人の回収率がそれでたしか50％ぐら

いでしたかね。設問数はやっぱり40問とか

50問と同じぐらいあって…… 

（さの委員） 

 あったんですけれども、アマゾンが。 

（茂木部長） 

 アマゾンのギフト券500円でした。 

（かねだ委員） 

 500円だよね。 

（さの委員） 

 500円でしたね。なので、ちょっとそこは。 

（かねだ委員） 

 それよりは低いのはちょっとね。 

（石阪委員長） 

 ちょっとそれは検討しましょう。ただ、

やっぱり回収率上げるための工夫というの

は求められるので。 

（さの委員） 

 必要だなと思います。 

（石阪委員長） 

 一つは、そういったインセンティブをつ

けるということ、もちろんですし、あとは

ウェブと郵送とのバランスですよね。この

あたりも今後どうしていくのか。これちょ

っと次年度の話なので、これが１点ですね。 

 じゃ、秋山さん。 

（秋山委員） 

 この設問の追加のご要望というか、１の

あらゆる分野における女性活躍の推進につ

いて設問が４つあるんですけれども、全体

的に見て、本当、もう子育ては女性の役割

という前提条件に立った質問しかないのが

すごい違和感があって、男性側の例えば育

休の取りやすさであるとか時短勤務のしや

すさであるかということについての質問も
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これからは加えていくべきだと思います。 

（石阪委員長） 

 設問でいうと、問いの２とかですか。ど

ういうこと。 

（秋山委員） 

 問いの３と４のところに、多分子どもを

持っている女性が職場で活躍するためには

何が必要かとか、再就職がということしか

なくて、はっきり言って男性の協力がない

から、こういうふうに社会でカバーしなき

ゃ職場で女性が働き続けられないというの

がだんだん分かってきているのに、そうい

う質問が全然ないってすごいおかしいと私

は思っていて。 

（石阪委員長） 

 恐らく女性施策推進のための設問の聞き

方ですよね。男性のことは基本あんまり書

いてなくて。 

 どうぞ。 

（柏村主査） 

 その育休の部分なんですけれども、ワー

ク・ライフ・バランスの分野に入っており

まして、例えば問の９番、年休取りやすい

ですとか、問の10番、育休、介護休業を取

得しやすいと思いますか、取得しない理由

は何ですかというところが、例えば男性の

取得しにくさとかというところが見るよう

な設計にはなっております。 

（秋山委員） 

 それがこのワーク・ライフ・バランスと

いう言葉についても、最近ちょっとＳＮＳ

でこんな話があって、ワーク・ライフ・バ

ランス、女性の場合はライフは家事や育児、

あと介護だけれども、男性の場合はライフ

が趣味だと。本当にそうだと思っていて、

だから男性がこのワーク・ライフ・バラン

スの推進という視点で有給って取ったとき、

有給取ってゴルフ行きやすいかどうかとい

う視点で答えるんじゃないかと私はちょっ

と思っていて、なのでこの設問１というの

がちょっと流れとしては家庭のある女性、

家庭のある人についての質問とか感じるの

で、経年変化を追えるような形で設問は変

えないんですけれども、何かさらに男性、

子どもを持っている男性についての問いと

いうのもちょっと付け足していくべきだと

思います。 

（石阪委員長） 

 これ結構難しいのは、女性の活躍につい

て聞くわけですよね。これ女性だけじゃな

くて男性にも聞いているわけで、男性に女

性の例えば働き方について伺いますと。女

性が理想と考えるのはどういうことかと答

えさせるのを、逆に男性の働き方について

も聞いてもいいんじゃないかということか

な、そうそういう意味では。そういうこと

ですよね。 

（秋山委員） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 ですから、これは問いの１、２、３とい

うのは、基本的には女性活躍のテーマにつ

いて質問しているわけですけれども、これ

男女共に聞いているので、同じように男性

活躍というのも変ですけれども、男性のこ

とについても聞いて、男性の働き方とか、

そういうことについても考えをちょっと言

ってもいいんじゃないかと。確かに。 

 どうですか。どうぞ。 

（内藤委員） 

 今の秋山さんの意見に賛成です。女性活

躍といっても、まさに男性の働き方という

よりは、女性活躍が職場における女性が仕

事でいかにやりたいようにやるかというこ

とであるとすると、男性がいかに育児や家

事をするかという意味の男性活躍を問うて
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いかなきゃいけないはずなんです、反面。

だから、そっちのほうが進んでいないこと

なので、そっちもこちらのテーマ、これは

また別の話だと思うんですけれども、ここ

のテーマでいうと、性別役割とか性別役割

分業意識の観点からはそこを聞かないとい

けないと。 

 というのは、この東京都の池田心豪さん

って私、同僚なんですけれども、その人が

ずっと言っている、女性活躍推進法にも関

わった人なんですけれども、その人が、女

性活躍と言うならば男性の家庭における活

躍というのが最も重要だというふうにずっ

と言ってきている人で、そのあたりは、だ

から男性の育児休業についてポイントで話

していると思うんですけれども、秋山さん

の意見に賛成です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 じゃ、どうぞ。 

（松村委員） 

 私も秋山さんの意見にとても賛成で、そ

れで、そもそもワーク・ライフ・バランス

が今はもう古いんじゃないかというふうに

言われていて、ワークとライフが対立して

いるんではないかと。ライフの中にワーク

がある。私もずっと働いてきたんですけれ

ども、やっぱり家庭のストレスもあるし、

仕事のストレスもあるし、それでスピルア

ウトしていくんですけれども、やっぱりそ

れがうまく交ざって、対立していない、働

くことに対してまた家庭もうまくいく、家

庭がうまくいくことによって仕事もうまく

いく、そういった形で捉えてほしいなとい

うふうに。だから、男性だから仕事、女性

だから家事というのではなくて、共にそこ

がジェンダーフリーで考えられるようなワ

ーク・ライフ・バランス、ワーク・イン・

ライフという考え方が私は本当は正しいん

じゃないかなと思いました。 

 それともう一つ、今ちょっと気になるん

ですけれども、私、本当に足立区に在住長

いので、最近の足立区、教育システム、大

学ができたりとか大学病院ができたりとか、

すごく新しくなってきて、地域差がひょっ

としてあるんじゃないかなと思って、地域

性の何か地域変数みたいなものが取れない

かというのがちょっと興味あります。再開

発の北千住と、それから私、子どもの頃は

白地図で緑色で思いっ切り北のほうを塗る

んですね、舎人とかあの辺を。あの辺の古

い、農村とは言わないけれども、古い観念

が、肌感覚ですけれども、まだ残っている

ような地域があるのではないか。そういっ

たところの何かギャップが居住エリアによ

って起こっているんじゃないか。そういう

新しい居住エリアではひょっとしたら何か

また違うジェンダーギャップがないような、

例えば親族がサポートしたりとか、パパの

コミュニティーがあったりとか、何か違う

ムーブメントが起きているんじゃないかな

というのがちょっと私は興味がありました。 

（石阪委員長） 

 いわゆるフェースシートのところですけ

れども、フェースシートについては一番最

後のところ、228、29のところに項目ありま

す。クロス集計なんかをやる場合には、例

えば性別であったり年齢、ここでやろうと

思えばいろいろできます。世帯人員であっ

たり、あるいは所得ですね、こういったも

の。確かにここを見ると地域という、地区

という変数はフェースシートはないので、

ひょっとすると今のお話は可能性としては

地区でのかなり差というのはあるんじゃな

いかということでしたけれども、これちょ

っともし可能であれば次回調査をやるとき
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に、こういった変数があってもいいのかな

と思います。 

 ただ、差が出ない可能性もあります。意

外にこのテーマでは出ないと。意外に所得

とか家族構成とか、そういうほうがかなり

強い変数になって出てくるんじゃないかと

個人的には思います。ただ、可能性はあり

得るので。 

 ほか。 

（ぬかが委員） 

 すみません。先ほど会長のほうからは、

性的役割分業ということで、前半のほうか

な、意見を言うのはと言われたので、だけ

ど後半で恐縮なんですけれども、一番最後、

多様性の尊重のクエスチョンが、これ前回

やったときってまさにＬＧＢＴＱの問題が

すごい話題になった直後の調査だったと思

うので、多様性イコールＬＧＢＴ等と、こ

れだけになっているかなと思っているんで

すよ、クエスチョンが。 

 だから、１問目、２問目とか、残すもの

は残しつつも、この多様性の質問で行くと、

打ち明けられたときどうしましたかとか、

足立区の相談窓口知っていましたかとか、

ＬＧＢＴについてはもうだけをずっと聞い

ているじゃないですか。そこはさすがに多

様性社会推進課の男女共同参画のためのク

エスチョンなので、ただ多様性イコールＬ

ＧＢＴＱではないので、そこに中心があっ

ても、それちょっと対案が出なくて申し訳

ないんだけれども、一方で、外国人のこと

とかは別にやっていますし、調査やってい

るし、どうしたらいいのかって対案出せな

いんだけれども、だけど、だけにしないほ

うがいいのかなというふうに思いました。 

（石阪委員長） 

 じゃ、どうぞ。 

（松村委員） 

 多様性の中に、前回だか前々回だか、秋

山さんだったかしら、何かひとり親の世帯

があるというお話がどなたかから出たと思

うんですけれども、足立区のひとり親世帯

というのはすごく多くて、調べてみると

14％ぐらいに上って、東京都の比率ですと

10％から11％、だからかなり高い比率でひ

とり親世帯がいて、その中の多くのひとり

親というのがやっぱり母親が担っていると

いう事実が調べていると出てきたので、そ

の辺のやはりジェンダーフリーの焦点から

見えることも、その辺もすくい上げていく

ことも大切じゃないかなと、質問事項で。

感じました。 

（石阪委員長） 

 これ調べることは恐らくできるとは思う

んです。ひとり親世帯とそうじゃない世帯

との違いとか、どういう特徴があるのか。 

 どうぞ。 

（内藤委員） 

 今の松村さんのお話に続く形で、さっき

私が障がいとか看護対応の負担の話をした

のは、やはりひとり親が足立区において多

いという前提で、それが致命的になって仕

事をも失うというと、まさに貧困に向かう

という観点で、それの意識やサポートはど

うなっているかというのが一つポイントか

なと思った次第です。 

 あと、地域みたいな話が今出ましたけれ

ども、ちょっとこの労働政策研究・研修機

構の私の所属先の調査も、こういう区外の

地域ではないですけれども、今まさに地方

女子、地方女性が性別役割を強制されて、

みんなが都会に出てくるというのが非常に

大きな問題で、政府も内閣府でもう会議を

立ち上げて今検討しているという。検討始

まったところですけれども、今年度から。 

 そういうのがもしかしたら区内、そうい
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うところでもやっぱりあって、移動を考え

ようとか、あとは、この四角で囲っていた

だいたところの、資料４の四角で担当課の

ほうに囲っていただいた中で、東京圏以外

の出身者、一番下のところ、現在東京圏に

住んでいる女性は、現在も東京圏以外に住

んでいる女性に比べて、だから出身地域に

おいて固定的な性別役割意識があったと感

じて流入してきていると、都会に。まさに

そういう状況にあって、恐らく足立区にも

そういう人が多いのかなと。 

 ですから、例えば若い女性がこれどれぐ

らい流入しているのか、この足立区はほか

の自治体と比べて。もしそうであるとする

と、そういう意識があっての流入層なので、

もともと足立区にいる人よりもそういう人

がほかの自治体よりも流入してくる層が多

いということならば、この内閣府の調査で

すかね、これ紹介しているのは。という前

提に立つならば、意識が特に若い女性は高

い可能性がある。高いというと変ですけれ

ども、おかしいと思っている。また、もし

かしたら足立区が意識が低いと思えば、ど

っかに行ってしまうかもしれないというこ

とで、ちょっとそのあたりのほかの自治体

に比べて若い女性の流入が多いのかという

ところを、もし後で分かったら教えていた

だければと思いました、次回でも。 

（石阪委員長） 

 それでは、ちょっと時間のほうもありま

すので、今回、皆さんぱっと見ていただき

ながら、思ったこと、疑問に思ったことを

出していただいたわけですが、最終的には

これは報告書をまとめて、こんなような調

査を来年度お願いしますということを私の

ほうで区長に申し上げなきゃいけないとい

うこともありますので、次回を含めて、そ

れをちょっと取りまとめていきたいと思い

ます。ですので、この点については引き続

き継続審議とさせていただきたいと思いま

す。 

 

５ 令和６年度男女共同参画施策成果指標

の実績報告について 

（石阪委員長） 

 それでは、事項書で先に進ませていただ

きます。 

 ５番目です。令和６年度男女共同参画施

策成果指標の実施報告について、こちらお

願いします。 

（鈴木課長） 

 資料５をご覧いただきたいと思います。 

 こちら、第８次足立区男女共同参画行動

計画に記載されております短期的な成果指

標とその実績の一覧となっております。こ

ちら第８次行動計画は令和５年度が初年度

となって、今回は令和６年度実績になりま

すので、その報告となっております。 

 なお、お時間が限られておりますので、

私からは概要をお伝えさせていただきたい

と思います。 

 まず、昨年度からの変更点です。 

 昨年度の推進委員会において、各成果指

標が単年度の実績なのか、あるいは計画策

定年度からの累計なのかというご質問があ

りました。今回から各指標に単年度か累計

かの記載をしております。 

 また、今回、実績値を棒グラフにして表

しています。現在値の数値がない指標が一

部ございます。これは７ページ目をご覧い

ただくと分かるんですが、現状値の数値が

ないもの、そこにつきましては、計画策定

時に新たに設定した指標であるため、現状

値が把握できていないものとなっておりま

す。 

 また、逆に目標値が空欄の指標がありま
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すので、そちらは計画において令和９年度

目標値を設定していないため、記載がない

ものとなっております。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 当然のことながらですけれども、下がっ

たもの、上がったもの、いろいろあるわけ

ですけれども、点線で書いてあるところは

今後ということになりますから、最終的な

目標に向けてどうするかということですの

で、その前の実線で書いてあるところ、こ

れが実績値ということになります。 

 上がっているものとして特に注目できる

のは、５ページ目の防災士の女性防災士の

数、これ47、54、64とものすごい、もう目

標を超える数値まで行ってしまったという。

これは片野さん、そうですね、多いと。 

（片野委員） 

 よく頑張った。 

（石阪委員長） 

 よく頑張った。はい。 

 その下の「安心して受診できる医療機関

が身近にある」と感じている区民の割合も

74.5まで上がったと。医療の安心というか、

これは増えているというところ。このあた

りはちょっと誇れる数字かなという気がい

たします。 

 さらに、５ページ、６ページのところ、

これ比較的伸びているのが多いんですが、

例えば５ページの生活困窮者における就業

等決定者数、これも97まで、これも目標値

を大きく上回ったところまでもう今行って

いるということ。 

 それから、６ページ目のところ、これも

就労による他者とのつながりがなく、孤立

のおそれがある世帯のうち、区からの働き

かけによって困り事の解消につながった人、

これもかなり伸びているというような状況

もございます。この85.7って、これ何で点

がついているのか。パーセントですかね、

これ。ということです。またこれも50％を

大きく上回っているということで、非常に

伸びているものも多いんですが、反面、下

がっているものもあります。 

 このあたり、皆さん何かもし感想、ご意

見があれば、あるいは質問でも構いません。

横ばいが多いですかね、大分。上がったり

下がったりとか。いかがでしょうか。 

（内藤委員） 

 ここで提言したものとの関係ではＰＴＡ。 

（石阪委員長） 

 ＰＴＡ。はい。 

（内藤委員） 

 ４ページの上のほうにある。上がった下

がったではなくて、これメモリがもう小さ

いので、もともと。だから、依然として低

いという。 

（石阪委員長） 

 低いということですね。 

（内藤委員） 

 そういう評価でいいかなと思いますが、

一応提言にしていますよね。去年。 

（石阪委員長） 

 うん、やっています。やっていると思い

ます。 

（内藤委員） 

 去年でしたっけ。おととし。 

（石阪委員長） 

 おととしかな。いつだっけ。 

（柏村主査） 

 おととしぐらい。 

（内藤委員） 

 おととしぐらいでしたね。だから、ちょ

っとそろそろ結果が現れてほしいかなとい

うところです。 

（石阪委員長） 
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 はいどうぞ。 

（かねだ委員） 

 これは笠井さんとかもいらっしゃるので

あれですけれども、これ、連合会に占める

女性の割合って、これ多分連合会の中の割

合ということですよね。要は、ブロック長

さんがどれだけ連合会の中で役員を占めて

いるかという、結構限定的な質問かなとち

ょっと思っちゃって。参考にそんなになら

ないのかなと思っているんです。 

（石阪委員長） 

 あんまりよくない、これは。 

（笠井委員） 

 数が少ないです。 

（石阪委員長） 

 聞いてみましょう。これはそういうこと。

連合会にはそもそも何人ぐらい、全員。 

（かねだ委員） 

 ブロック長の方。ブロック長というのは。 

（石阪委員長） 

 ブロック長って何人ぐらいいるんですか。 

（内藤委員） 

 むしろ何でやるといいますか、ここは指

標として。 

（笠井委員） 

 指標としてですか。 

（内藤委員） 

 はい。 

（笠井委員） 

 ＰＴＡとして活動ですか。 

（石阪委員長） 

 ＰＴＡの活動にどれだけ女性が。 

（内藤委員） 

 性別…… 

（石阪委員長） 

 性別…… 

（内藤委員） 

 役割を。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（笠井委員） 

 これはね。 

（内藤委員） 

 会長ですか。 

（笠井委員） 

 そうですね。会長のほうが多少数が増え

ますけれども、連合会になるといきなり減

ります、ブロックごとなので。 

（石阪委員長） 

 むしろ、じゃＰＴＡ会長の男女比という

とどうなりますか。 

（笠井委員） 

 のほうがパイは大きくなります。 

（内藤委員） 

 男性が多いんですか。 

（笠井委員） 

 男性が多くなります。会長はどうしても、

要は地域との付き合いが多くて、どうして

も飲みニケーションが多いからというのも

あるのかもしれないけれども、比較的男の

方が担当することが多かったり、最近は女

性は増えてはきていますけれども。 

（かねだ委員） 

 要は、ＰＴＡ会長が大体５ブロックぐら

いの、５校ぐらいの会長が集まってブロッ

クをつくっているところのトップがブロッ

ク長なんです。その中で選ばれている足立

区中の中の方で役員をつくっているので、

そこの女性の比率ということです。 

（内藤委員） 

 この項目をつくった経緯、分かりますか。 

（石阪委員長） 

 むしろ会長じゃ駄目なのかという話です

ね、だから。これはちょっと分からないか、

遡って。恐らくこれでずっと来ていると。 

 じゃ、片野さん。 
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（片野委員） 

 これ会長だけにすると質が分かりづらい 

と思います。会長というと、男性が手を挙

げることが多いと聞いています。逆に言え

ば女性が会長をやりたがらないということ

かもしれない。しかし、ＰＴＡ役員自体は、

は、女性のほうが圧倒的に多いですよね。 

（石阪委員長） 

 それはよく言われていることだから。 

（内藤委員） 

 じゃ、役員全部、会長から会計までの役

員全部…… 

（ぬかが委員） 

 女性だよね。 

（片野委員） 

 だから、これを何を知りたいのかによる

と思うんですよ。 

（内藤委員） 

 いや、そのバランスでしょうね。だから

…… 

（片野委員） 

 男性がＰＴＡにどれぐらい関わっている

かということを知りたいのでは？ 

（内藤委員） 

 役員で見たほうが、全数だと大変なので。

役員で調べるとかというのはどうですか。 

（片野委員） 

 普通はね。 

（笠井委員） 

 これが副会長になるといきなり女性が増

えます。 

（内藤委員） 

 ですよね。 

（片野委員） 

 一般の役員はそうですよ。 

（内藤委員） 

 私も副会長でしたけれども。一応、副会

長だけで調べるか、あるいは役員全部を

100％で。 

（笠井委員） 

 本部役員とかね。 

（笠井委員） 

 本部役員でやったほうがバランスは見え

やすいと思います。 

（片野委員） 

 各学校の本部役員。それが良いと思いま

す。 

（内藤委員） 

 それで。そういう項目がいい。 

（石阪委員長） 

 ただ、これってあくまで数字上の操作の

ような気がして、どこまで広げると女性が

増えるか減るかという話なので。今の話だ

って、やっぱり会長職に絞ると圧倒的に男

性が多いわけですよね。役員まで広げてい

くと女性が増えるから、外に見てもらうと

きに女性の割合が多くしたいんだったら、

役員まで広げれば。 

（内藤委員） 

 でも、実際には内務は女性がＰＴＡ、運

営しているんですよね。 

（石阪委員長） 

 圧倒的に女性ですよ、だから。だから、

トップが女性がいないというところがもし

問題であるならば、会長職に限定したほう

が。 

（内藤委員） 

 でも、内務を女性ばかりが担っていると

いうところも…… 

（石阪委員長） 

 の問題視したいんであればもっと広げて。 

（内藤委員） 

 のほうが多分問題なんでしょう。 

（笠井委員） 

 やっぱり保護者としてのＰＴＡの関わり

のほうがより分かりやすくなってくると思
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います。 

（石阪委員長） 

 そうすると今度は女性に偏在してくるの

で、男性が全然ＰＴＡに関わっていないと

いう。だから、そういうデータをあぶり出

したいんだったら、これじゃ駄目です、少

なくとも。 

（内藤委員） 

 男性の本部役員の数、出す。上げなきゃ

いけない。 

（石阪委員長） 

 ちょっとこの辺がなかなか難しいので。 

（内藤委員） 

 いいんじゃないですか、それで。 

（石阪委員長） 

 ちょっと秋山さんにまとめてもらう。 

（秋山委員） 

 すみません、この設問じゃないんですけ

れども、ちょっとＰＴＡの実態についてぜ

ひ知っていただきたいので。ちょっと私の

知っている僅かな学校の話ししますと、ま

ずＰＴＡの役員で選考委員会というＯＢと

かから成るメンバー、地域のメンバーがい

て、その人たちがまず首縦に振らないと会

長とかにはなれないシステムがある地域が

あります。あと、事態として、会長はもう

ほぼ男性なんだけれども、実務を取り仕切

るのは副会長で大体女性というのが不文律

としてあるような学校もあるそうです。そ

ういうのを聞いています。 

（かねだ委員） 

 私もＰＴＡ会長を５年ちょっとやってい

たので、何でそういうふうになるかという

と、私の地域かもしれませんけれども、ど

うしても会長が夜のいろんな地域の活動と

か、あと他学校との夜の会食のお付き合い

とか打合せとかっていうのが、どうしても

皆さん仕事持っているので夜行われること

があって、そういうところにはなかなか女

性の方が参加するのは、ちょっと夜はやっ

ぱり参加したくないんですというご意見が

あって、昼は逆に女性の方でやるので、要

は会長たちがそういう付き合いはしてくだ

さいというような傾向が当時、もう私も10

年ぐらい前ですけれども、あって、会長が

男性で女性が本部役員の副会長さん以下と

いうのは、非常に多かった時期はあります

し、今ももしかしたら足立区は多いかもし

れないです。 

（石阪委員長） 

 だとすると、やっぱり会長は男性になら

なければならない理由というのが、夜のそ

ういった会合が出るというところあるとす

ると、それを見直すんであれば、やっぱり

会長が男性ばかりであることをあぶり出し

たほうが統計としてはいいわけですよね、

女性が比較的多いというよりは。やはり会

長が男性に偏在していると。これはやっぱ

り会長の付き合い方とかこれまでの在り方

というのを見直すきっかけにするんであれ

ば、そのほうがいい。 

（笠井委員） 

 ＰＴＡの話になっちゃうんですけれども、

大本をいくと、結果的に子育てをお母さん

がやっていて、その延長線上でＰＴＡの活

動があるので、比較的女性が多くなるんで

すが、夜となるとどうしてもそういう飲み

ニケーションみたいなのがまだ続いている

地域があったりすると…… 

（かねだ委員） 

 続いているんです。 

（石阪委員長） 

 飲みニケーションがあるんですか。 

（かねだ委員） 

 あります、あります、すごい。 

（内藤委員） 
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 まず、何で飲みニケーションしなきゃい

けないのか。中野区の小Ｐ連は全部夜はや

めて…… 

（笠井委員） 

 ないです。 

（内藤委員） 

 はい。土曜日にです。土曜日の午後です。 

（笠井委員） 

 それが地域によってやっぱり…… 

（石阪委員長） 

 あるんですか。 

（笠井委員） 

 濃さがあります。 

（かねだ委員） 

 足立区の場合。 

（内藤委員） 

 分かんないですけれども、でも変わる過

程にあるのかもしれないけれども。だから

そういう状況をも含めてやっぱり変わって

いかないと、偏在は会長の偏在も副会長以

下の偏在も変わらないです。だから、どう

いう指標がいいのかということです。 

（石阪委員長） 

 両方でしょうね。 

（かねだ委員） 

 いい悪いはまたね。 

（石阪委員長） 

 これだけを見ると男性が非常に。 

（内藤委員） 

 これはとにかくあんまりよくないです。 

（かねだ委員） 

 よくないです、設問としてはあんまり。 

（石阪委員長） 

 これは女性が比較的少ないめのデータな

ので、いわゆる連合会に占める女性の割合

は女性は非常に少ないと。だから、ほとん

ど男性が担っているというデータですよね。 

（笠井委員） 

 徐々に増えてはいますけれども、ここ数

年で女性は。夜が好きだよという女性もい

らっしゃるみたいで。飲みに行きたいとい

う女性も。 

（内藤委員） 

 それだとまずくないですか。 

（笠井委員） 

 そうそう。だから、それ本当に必要とい

う、そういう議論まで出てはいます。 

（内藤委員） 

 この数値でそういったそもそも女性が参

入しにくい時間帯のミーティングや会合を

なくしていくという方向になっていますか。 

（笠井委員） 

 徐々になっています。 

（内藤委員） 

 なっているんですか。 

（笠井委員） 

 夜の時間帯とか、例えば子育てで絶対お

母さんとしていなきゃいけない時間帯にわ

ざわざすることはないじゃないかという部

分があって、削ってはいっています。 

（内藤委員） 

 お母さんだけじゃなくて、お父さんもい

ないといけないですけれども、夜は。 

（石阪委員長） 

 一応これを経年的に使っているデータな

ので、令和７年まで恐らくこれで行くとい

うことになるんですかね。その先、新しい

指標をつくるときにどうするか、計画見直

しのときにですね。これはこの指標がいい

のか、今言ったような別の指標がいいのか

はちょっと検討いただくということにした

いと思います。ただ、これを見る限り、比

較的トップのほうは圧倒的に男性が多くて、

それ以外はもう圧倒的に女性が多いという、

こういった特徴が見えるということです。 

 それからあとは、２ページのところでこ
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の委員会の男女比率です。これも今45まで

来ているということですので、これは比較

的私は順調だと思うんですが、よく40％以

上でしたっけ、目標が。ただ、個別に見る

といろいろあると思うんですけれども、少

なくとも数値はちょっと上がってきている。 

 それから、区管理職に占める女性の割合、

これは12.2とかなり低めということになり

ます。これは課長職以上ですかね、管理者

ですから。 

 それから、その下の係長や課長補佐まで

行くと、今35まで上ってきているというこ

とで、これは徐々に増えていると、こうい

う状態です。 

 ほか何かもし皆さん気になるところがあ

りましたら、いかがでしょう。 

（内藤委員） 

 すみません、またＰＴＡのことを言って

もいいですか。 

（石阪委員長） 

 いいですよ。 

（内藤委員） 

 指標はちょっと置いておいて、せっかく

おととし、こちらで提言としてこれに関わ

る偏在をどうにかしてほしいということを

出したんですけれども、肝腎の小Ｐ連、中

Ｐ連にはちゃんと下りているんですか、そ

ういう提言が来て、こう変えてほしいとい

うこの委員会の要望は。 

（笠井委員） 

 事務局からは聞かされています。 

（内藤委員） 

 具体的な動きみたいのは、こちらで共有

していただくことは可能ですかね、端的に

今。 

（笠井委員） 

 どこまで浸透しているかということです

か。 

（内藤委員） 

 そうですね。浸透して…… 

（笠井委員） 

 意識ができているか。 

（内藤委員） 

 意識じゃなくて…… 

（石阪委員長） 

 これでいうと割合ですよね、ここね。 

（内藤委員） 

 偏在ですね。はい、割合。 

（石阪委員長） 

 男女の割合が変わってきているかどうか

ということ。 

（笠井委員） 

 どうなんでしょう。それを変えようとい

う動きはないですが、報告としては上がっ

ています。ないんです。結局、決めるとい

う部分が、そもそもＰＴＡ会長でもう決め

るというのが、その人に投げられているん

じゃなくて、比較的子ども会のＯＢが決め

ているとか、開かれのかつてのＰＴＡ会長

が決めているとかという部分がすごく濃い

地域があるんです。 

（かねだ委員） 

 逆に地域でいえば、会長だけはやりたく

ない…… 

（笠井委員） 

 それもあります。 

（かねだ委員） 

 という学校があって、もう合議制でやっ

ているぐらい、会長だけは受けたくないと

いうぐらい。 

（内藤委員） 

 そうすると、ここの委員会で一昨年度出

したけれども、多分それぞれの事情もあり

ますし、一筋縄ではいかなそうなので、き

ちんとそれを遂行していくならば、何か出

しっ放しでは何も、出したぞということ、
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そういうことでしかないので、本当に実現

するならば、そこでどうしたらいいのかと

いう話合いが必要なような気もしました、

余計なことですけれども。出しっ放しでい

いということじゃないんじゃないかなと思

いました。 

（笠井委員） 

 難しいといえば難しい。地域も混ぜなき

ゃいけなくなるので。 

（かねだ委員） 

 じゃんけんで決めているぐらいですから。 

（石阪委員長） 

 恐らく今の話聞くと、町会・自治会もそ

うなんですけれども、かなり個別的になか

なか変え難い因習や文化というのはあると

ころがあるので、そういうところは多分難

しいと思うんですけれども、情報がないが

ために本来変われるのに変われないところ

ってあると思うので、そういうところはま

ず優先的に変わっていくような、皆さん、

ここで…… 

（笠井委員） 

 学校分けにすると、しっかりやっている

…… 

（石阪委員長） 

 ところもありますよね。 

（笠井委員） 

 全然できないというふうに分かれてはい

ます。 

（石阪委員長） 

 そういった成功事例をちょっとＰＲいた

だくとか、あるいはほかの区や何かでも取

り組んでいらっしゃることを何とか紹介を

して。 

（笠井委員） 

 これを、顧問が地域に密着しているので、

顧問ということは元ＰＴＡ会長、下手に情

報を流すと、余計なことを言いやがったと

いう話になるとなかなか言えないという、

そういった部分もなくはないです。 

（石阪委員長） 

 恐らく、今の話聞くと、内発的に変わっ

ていくというのは難しそうな気がしますの

で。 

（笠井委員） 

 思い切ってやらないとできないのが現状。 

（石阪委員長） 

 そういう文化なので。よそはもうこうや

っているよという形を、外からやっていく

しかないのかなという感じですよね。 

（さの委員） 

 私の担当している地域でＰＴＡ自体をも

うやめるというところがありまして、だか

ら、そういうところの兼ね合いが、今後そ

れの議論をしないと、今ＰＴありきでの議

論にはなっていますけれども、そういう選

択をしているところも、その負担感という

ところでやめているところもちょっとある

ので、もし何か改善するんであれば、ちょ

っとその辺も考慮しないといけないかなと。 

（石阪委員長） 

 ちなみに、ＰＴＡの加入率はやっぱり下

がってきているんですか。 

（笠井委員） 

 もちろん下がっています。 

（石阪委員長） 

 だから、同じ学校の中で、昔はほぼ全入

でＰＴＡへ入っていましたけれども、今

90％とか80％ぐらい。 

（笠井委員） 

 そうですね。今、任意というものを掲げ

なきゃいけなく色濃くなってきたので、そ

れでいろいろ温度差がすごく出ています。 

（石阪委員長） 

 よく卒業のときにＰＴＡに入っている人

はバラがもらえるけれども、入っていない
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人はもらえないとか。 

（笠井委員） 

 それは卒対費の問題だったりもするんで

すけれども。 

（石阪委員長） 

 そういうのはよくいろんな、足立区は分

かんないですけれども、結構…… 

（石阪委員長） 

 そう。子どもに対して。 

（笠井委員） 

 それは基本的にはサービス対象だから、

ちゃんと満遍なくしなさいというのは、上

から下りています。 

（さの委員） 

 学校側が配慮して、やっぱりＰＴＡの配

布物がもらえないとかということについて

は、学校側が会費を払っていないとしても

渡すとか、その辺の配慮はしています。じ

ゃないと子どもさんがかわいそうなので。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（さの委員） 

 バラの話もちょっとあって。 

（石阪委員長） 

 そういう意味では、ＰＴＡの在り方まで

含めて議論しないと先には進まない。そも

そも必要かというところを含めて。 

（さの委員） 

 はい、そこも。すみません。 

（内藤委員） 

 ただ、好事例を少なくとも紹介していた

だくのはいいんじゃないかなと…… 

（石阪委員長） 

 そういうことですね。 

（内藤委員） 

 思いました。 

（笠井委員） 

 事例をね。 

（内藤委員） 

 はい。選考委員会などで男女共同参画を

推進していますとか、なるべく男性３割目

指していますと書くとか。私は副会長のと

き、そうやっていましたけれども。 

（笠井委員） 

 その選考委員会自体も在り方が問われて

いて。 

（内藤委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 ちょっと待って。これもう収拾つかなく

なる。 

（かねだ委員） 

 ただ、男女共同参画という意味の中では、

この指標はちょっとそぐわない…… 

（石阪委員長） 

 この指標がね。 

（かねだ委員） 

 指標が。 

（石阪委員長） 

 今回のこの。 

（かねだ委員） 

 はい。最終的にはです。 

（石阪委員長） 

 分かりました。 

（内藤委員） 

 でも、ＰＴＡだけじゃなかったですよね。

あのときは町内会とか…… 

（石阪委員長） 

 そう。町会・自治会も入っているので。 

（内藤委員） 

 自治会も一緒で、やっぱり地域の団体…

… 

（石阪委員長） 

 ただ、それをやるともっともめますので。

これは過去のケースがあるので、町会・自

治会は絶対踏み込みたくないと。 
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（内藤委員） 

 だからＰＴＡ。 

（石阪委員長） 

 そうそう。だから、ＰＴＡだったらまあ

何とかという。 

（笠井委員） 

 実態がちょっと見えづらいところはあり

ます。 

（石阪委員長） 

 ですから、地域のところはまたちょっと

日を改めて聞いていきたいと思います。 

（片野委員） 

 町会・自治会、町会長に占める女性の割

合は、残しますか？ 

（石阪委員長） 

 これはもう少なくとも令和７年度までは

この指標で。だから、令和８年度以降どう

するか。ごめんなさい、令和10年度以降か。

令和10年度以降どうするか。だから、それ

まではこの計画の中のこれでやっていかざ

るを得ないということです。 

（片野委員） 

 町会役員に占める女性の割合いは、どう

でしょうか？ 

（石阪委員長） 

 そうすると、例えば３役までとか広げる

と多分変わると。 

（片野委員） 

 例えば各部の部長までとかなると、かな

り差が出ると思います。女性部だけ女性で、

あと全部男性など。 

 この間プラザでやった町会の女性リーダ

ーについての講演会があったんですけれど

も、参加している女性が、「私たちに町会

長になってくださいということですか」と

参加者から質問がありました。 

リーダー＝町会長、部長という認識なんで

すね。男性より女性の方が年齢による認識

のギャップが大きいと思います。だから、

若い人たちは今の組織だと参加しづらい、

しないのだと思います。 

（石阪委員長） 

 でも、これは町会長、14％いるわけです

よね。 

（片野委員） 

 これは自治会も入っていますよね。 

（石阪委員長） 

 これかなり僕は多いんじゃないかと。ほ

かの地域ではもう本当１桁がほとんどです

から。 

（片野委員） 

 自治会が入っているので。 

（石阪委員長） 

 また違うのか。 

（ぬかが委員） 

 自治会長は女性が多いから。 

（片野委員） 

 女性が多いんですよ。 

（石阪委員長） 

 だから、これ町会長と書いてあるけれど

も、自治会長も入っているという。 

（片野委員） 

 町会、自治会、両方じゃないですか。 

（石阪委員長） 

 僕は比較的これはポジティブなデータと

思って見ていたんですけれども、14番のと

ころ。 

（かねだ委員） 

 かねだです。 

 ＰＴＡの話じゃないんですけれども、先

ほど防災リーダーの質問項目ちょっとあっ

たので、逆に言えば、町会とかＰＴＡとい

うことであるんであれば、もっと女性の防

災リーダーが災害あったときに欲しい、防

災リーダー、女性ならではというところの

視点ということを考えたときには、逆に言



39 

えば消防団に占める女性の割合というほう

が、非常にそれを増やしていくということ

は、それ、非常に少ないんですよ、防災リ

ーダー。地域の防災リーダーって消防団で

ボランティア活躍しているんですけれども、

本当に少ないんです、私も消防団入ってい

るんですけれども。それを増やしていくと

いうのは、区も恐らく増やしてほしいと言

われていると思うんですけれども、それは

リーダーの育成という意味でも、災害時に

おける女性リーダーの必要性という意味で

も大事なのかなと、指標としては。 

（石阪委員長） 

 ただ、１点、よく地域では女性消防団は

全く別に採用しているところもあるんです

よ、各地区に溶け込ませないで。 

（かねだ委員） 

 足立区の場合はもうそれぞれ分団で。 

（石阪委員長） 

 分団にもう所属していて。 

（かねだ委員） 

 一緒にやっていて、女性分団ってありま

すけれども、基本的には足立も千住も西新

井も全部それぞれ分団でです。 

（石阪委員長） 

 何分団、何分団みたいな。 

（かねだ委員） 

 はい。何分団、何分団の女性たち、一緒

にやっています。 

（石阪委員長） 

 そうなっているのね、足立区は。 

（片野委員） 

 あだち防災リーダー研修を受けています

が避難所運営でいくと消防団の方は、別部

隊のようです。おそらく発災時は消防や救

急を担当されるのではないかと思います。

防災士は、避難所運営に入っているので、

女性防災士のいない避難所、となっている

のではないかと思います。でもこの数字に

がっかりしました。女性防災士は増えてい

るのに、女性防災士がいる避難所の割合上

がっていない。そこに問題があると見てい

ます。 

（石阪委員長） 

 ちょっとこれはまた後ほど。しばらくは

この指標でずっと流れを見ていくので、ま

たこれはどちらかというと経年的な変化を

見るものですから、それを皆さん、また機

会がありましたらご議論いただければと思

います。 

 時間のほうがもう４時が迫ってまいりま

したので、一応用意した議題は以上という

ことになります。 

 

６ その他 

（石阪委員長） 

 それでは、６、その他ですが、事務局か

ら何かその他は。 

 大丈夫。 

 それでは、皆さんからもその他よろしい

でしょうかね。 

 

７ 事務連絡 

（石阪委員長） 

 それでは、７番目、事務連絡になります。

お願いします。 

（柏村主査） 

 本日幾つかお問合せいただいたんですけ

れども、ちょっと会議内で調べることでき

ませんでしたので、また分かり次第皆様に

共有させていただきたいと思います。 

 それ以外に３点ご案内ございます。 

 まず、１点目です。後期の講座評価の小

委員会の開催日程です。次第のほうに記載

させていただきましたが、３月23日月曜日

の午後２時半から３時30分の開催となりま
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す。開催日は以前にお知らせさせていただ

きましたが、開催時間のお知らせがまだと

なっておりましたので、後期ご担当の委員

におかれましてはご予定お願いいたします。 

 ２点目です。皆様の机にお配りしたファ

イルに口座振替依頼書が入っております。

こちら、11月より請求書等への署名の省略

が可能となりました。それに伴いまして様

式が変更となっております。今回から本日

の日付のみご記入いただければ結構です。 

 なお、金額が記載された下の欄に、軽微

な訂正については職員が行うことについて

同意する旨の記載があらかじめございます。

同意する旨の記載がない様式をご希望の方

いらっしゃいましたら、後ほどお声がけく

ださい。 

 日付、ご記入いただきましたら、委員会

終了後、クリアファイルに入れた状態で事

務局までご提出をお願いいたします。 

 ３点目です。今後のイベント・講座につ

いてです。 

 １月30日金曜日開催の「“好き”や“経

験”を生かす起業のハナシ」、こちらは12

月26日金曜日、今週の金曜日からの受付で

す。２月８日日曜日開催の「フェーズフリ

ーな在宅避難術」は、年明け１月６日火曜

日からの受付です。それ以外につきまして

は現在受付中となっておりますので、ご希

望の委員におかれましては事務局までお声

がけください。 

 そして、今回個別にご紹介させていただ

きたいイベントが２点ございます。 

 １つ目が、２月７日土曜日開催のレイン

ボー映画祭です。こちらはＬＧＢＴＱをテ

ーマとした映画の上映と当事者等によるト

ークショーとなっております。映画を通じ

て性の多様性について考えるイベントとな

っておりますので、ぜひご参加ください。 

 ２つ目が、２月８日日曜日の「フェーズ

フリーな在宅避難術」です。こちらは足立

区女性団体連合会のご協力により実施する

講座となっております。片野会長にもご登

壇いただきますので、もしよろしければ一

言。 

（片野委員） 

 今、フェーズフリー防災という言葉がネ

ットで広がっています。非常時と平常時の

境界をなくし、ふだんの暮らしが防災に役

立つようにしていきましょうという取組で

す。ぜひ、この新しい考え方を学び在宅避

難を考えていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

（柏村主査） 

 ありがとうございました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 皆さんから何かありますでしょうか、協

議事項。 

 それじゃ、長時間にわたって、どうも皆

さん、ありがとうございました。 

 年末、最後になります。よいお年をお迎

えください。失礼いたします。 

 


